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はじめに 

府中市男女共同参画推進協議会（以下、「協議会」と言います。）は、令和５年（２０２３

年）５月１８日付で、府中市長から２年間の任期で「府中市男女共同参画計画の推進につい

て評価・検証を行うこと」、「府中市男女共同参画センターの事業計画及び運営に関すること

について検討を行うこと」、「その他男女共同参画の推進に関し、市長が必要と認めること」

の３点について、検討を行い、答申するよう諮問を受けました。 

諮問事項の１点目である、府中市男女共同参画計画の推進に係る評価・検証については、

令和２年度（２０２０年度）を初年度とする「第６次府中市男女共同参画計画（以下、「第６

次計画」という。）」に掲載の７５事業のうち、令和５年度（２０２３年度）および６年度（２

０２４年度）とも５事業をそれぞれ重点項目と定め、各事業の実施状況及び担当課による自

己評価等をもとに、当協議会による評価を行いました。また、評価した各事業の男女共同参

画社会の実現に向けた施策に反映されるための改善策についても記載すると共に、評価結果

を反映し、第７次計画（案）の検討を行いました。  

次に、諮問事項の２点目である、府中市男女共同参画センターの事業計画及び運営につい

て、女性活躍に不可欠である男性の家事・育児参画意識を啓発する各種講座を実施するなど、

固定的性別役割分担意識の改善に向けた取組を評価しつつ、更なるセンターの認知度向上や

市内事業所へ向けた男女共同参画の意識啓発等の提言も記載しています。 

最後に、今回の検討結果が、「男女共同参画宣言都市」である府中市の施策展開に貢献でき

ることを期待します。 
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１ 府中市男女共同参画計画の推進について評価・検証を行うことについて  

(1) 第7 次府中市男女共同参画計画の策定について 
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現行計画である第６次府中市男女共同参画計画（以下、「第６次計画」と言います。） 

の計画期間が令和６年度をもって終了することに伴い、令和７年度以降も引き続き、 

男女が性別にかかわらず、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参 

画社会の形成に寄与するため、第７次府中市男女共同参画計画（案）（以下、「第７次

計画（案）」と言います。）について報告いたします。 

第７次計画（案）の作成にあたり、昨年度は、「府中市男女共同参画に関する意識調

査」を実施し、その結果をもとに第７次計画の体系図（案）について検討し、今年度 

は、その体系図（案）をもとに各事業項目などについて検討いたしました。 

なお、第７次計画（案）は、令和７年度から令和１１年度までの５年間を計画期間

とし、男女共同参画社会実現に向けた市の基本的な考え方を示すとともに、関連する

施策を総合的、計画的に推進するものであり、第６次計画を引き継ぐものとしていま

す。 

本計画は、人権が尊重される社会の形成に努めるため、令和５年６月に改正された

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に基づき、第６次計画

から引き続き、府中市における第３次配偶者暴力対策基本計画として、さらに、女性

の活躍に向けた取組の推進を図るため、令和４年６月に改正された「女性の職業生活

における活躍の推進に関する法律」に基づき、府中市における第２次女性活躍推進計

画を内包しております。そして、新たに令和６年４月から施行された「困難な問題を

抱える女性への支援に関する法律」に基づき、府中市における困難な問題を抱える女

性への包括的な支援を提供することを目指し、施策を追加いたしました。 



  

4 

第７次計画が、引き続き、男女が性別にかかわらず、その個性と能力を十分に発揮

することができる男女共同参画社会の形成に寄与されることを期待します。 
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≪第７次 府中市男女共同参画計画 省略≫ 
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（２） 府中市男女共同参画推進状況評価報告書に関する第三者評価について  
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令和６年度（令和５年度実績） 重点項目一覧（５事業） 

事業項

目番号 
事業項目 担当課 ページ 

１ 
全ての審議会等における男女それぞれの構成比率

を40％以上に促進 
政策課 ９ 

１３ 男女双方の視点を取り入れた防災対策の推進 防災危機管理課 １７ 

１７ 事業所に対する女性活躍促進の積極的な働きかけ 産業振興課 ２１ 

２２ 男女共同参画センター「フチュール」の運営 多様性社会推進課 ２７ 

６４ 性的マイノリティに関する理解の促進 多様性社会推進課 ６７ 
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「府中市男女共同参画計画推進状況評価報告書」に関する第三者評価については、

令和２年度（２０２０年度）から令和６年度（２０２４年度）までを計画期間とする

第６次府中市男女共同参画計画に掲載している７５の事業項目の中から５事業を重点

項目として選び、各施策への取組状況の把握と評価及び改善策等の提言を協議しまし

た。 

また、重点項目に該当する担当課の中から、事業内容詳細の確認のために多様性社

会推進課、防災危機管理課を対象にヒアリングを実施しました。事業内容について担

当課から話を伺うことで、担当課の現状や課題および取組内容について理解を深める

ことができ、評価及び改善策の提言を検討するうえで、大変参考になりました。今後

は、担当課評価の段階で実績と目標を詳細に記載いただき、取組状況を十分に把握で

きるような報告を要望します。 

 さて、第三者評価を行った結果、Ｂ評価（良好に進展している）は３事業、Ｃ評価

（現状維持）は１事業、Ｄ評価（やや後退している）は１事業でした。当協議会の提

言を受け、積極的な姿勢が見られ良好に進展している事業がある一方で、目標達成の

ためには抜本的な見直しが必要な事業、実績の分析が足りず目標設定への姿勢が見ら

れない事業があったことは残念に思います。   

各担当課におかれましては、これらの提言を次年度からの事業に反映いただき、「男

女共同参画宣言都市」にふさわしい男女共同参画のまちづくりの実現を積極的に進め

てください。 

 

 

 



目　　標 　Ⅰ あらゆる分野における男女共同参画 

課　　題 　１　社会・地域における様々な分野での女性活躍を推進する環境づくり

施　　策 （１）政策・方針決定過程への女性の参画の拡大

取組と実績
担当課
評価

1
重点
項目

政策課

　委員選任時に、女性委員が40％以上となるよう主管課へ呼び
かけ、40％未満となっている機関については、登用が難しい理
由等を確認し、是正を促した。（女性委員の割合（全体）：
36.07％　※令和５年度末時点）
　附属機関等委員の男女比率の適正化に向け、令和４年度の専
門アドバイザーによる助言を踏まえ、委員選任時における留意
点を整理し、庁内各課へ女性委員の登用についての通知を発出
した。また、庁議及び課長会議にて女性委員の登用について改
めて案内するほか、各附属機関等の女性比率を共有するように
した。
　委員の選出にあたっては必要に応じて女性人財バンクを活用
することにより女性委員の登用に努めた。

２

2①
広聴相談課

　例年、担当課の依頼に基づき、男女共同参画に関する市政世
論調査の特設質問を設けていたが、令和４年度までに一定の調
査を実施できたため、令和５年度については、市政世論調査で
の調査は行わなかった。 ３

2② 多様性社会推進課

　令和５年度　第７次府中市男女共同参画計画策定に向けた市
民意識調査の結果

●設問「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」
「反対」と答えた割合が、国(R４　64.3％)と比較すると市(R５
68.1％)の方が高い割合であった。また、市(H30 50.4％)と比較
すると17.7ポイント上昇した。

●設問「女性が長く働くうえで、支障をきたしているとあなた
が思うもの」
「家事・育児との両立が難しい」（40.6％）が最も高く、「子
どもを預ける施設の数やサービスが不足している」（12.9％）
が次に多かった。

３

府中市男女共同参画推進協議会による第三者評価

【項目評価基準】
・　立てられた計画に基づき、着実に実行して 　　　Ａ…施策は非常に良好に進展している

　　　Ｂ…施策は良好に進展している　　

・　担当課の自己評価は適切に行えているか 　　　Ｃ…現状維持

・　課題を適切に把握しているか 　　　Ｄ…施策がやや後退している

　　　Ｅ…後退している

全ての審議会等における
男女それぞれの構成比率
を40％以上に促進

男女共同参画についての
調査

男女共同参画についての
調査

　　いるか

　あらゆる分野において男女それぞれの意見が反映されるよう、政策・方針決定過程の場
に男女が共に参画できるようにします。
　また、審議会等の委員の構成を一方の性別に偏ることのないよう、市民公募枠の活用や
新たな人材を発掘、育成するなど、女性の積極的な登用を推進し、最終的には男女半数を
目指します。
　また、様々な手段による調査等の充実を図り、多くの意見を収集します。

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和５年度
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【担当課評価基準】　

　　５…予定より大きな成果が出ている

　　４…予定した成果が出ている〈基準＝１00％の達成率〉

　　３…おおむね予定した成果が出ている

　　２…予定した成果があまり出ていない

　　１…予定した成果が出ていない

令和５年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

　令和４年度実績より女性委員の割合は
増加しているものの、目標値である40％
は達成できていないため。

　委員の女性比率を区分別にみると、公
募市民では約５割であるのに対し、団体
等代表では約３割、学識経験者では約３
割であった。
　昨年度は、団体等代表者の女性比率は
約４割、学識経験者は約３割であったこ
とから女性比率が減少している。規則等
で委員の職業が決まっている「当て職」
や指定の団体に選出依頼を行う場合につ
いて、そもそも依頼先に女性がいない・
少ないことにより、女性比率４割以上と
なっていない。
　各団体等における管理的立場等として
の女性の活躍が進んでいくことが、本取
組の目標達成に寄与するものと考えられ
ることから、引き続き、これらの取組を
一体のものとして進めていく必要があ
る。

　女性委員の積極的な登用を図るべく、
引き続き職員への女性委員の登用につい
て、規則等の変更も含めて周知徹底を行
うとともに、目標値達成に向けた具体的
な取組について、検討を進める。

　令和５年度については実施予定がな
かったため。

　世論調査以外のツールも含めて必要な
調査を検討すること。

　世論調査以外のツールも含めて必要な
調査を検討していく。

　性別による役割分担意識にとらわれな
い考え方を持つ割合は増加傾向にあり、
これまでの意識啓発事業の成果が出てい
るため。

　性別による役割分担意識にとらわれな
い考え方が進んでいるが、一方で回答者
の４割以上が女性が長く働くうえで、家
事・育児との両立が難しいと回答してい
るため、家庭内だけでなく地域、社会全
体における男女共同参画の意識啓発が必
要である。

　令和６年度においては意識調査は実施
せず、令和５年度に実施した市民意識調
査結果を今後の意識啓発事業の参考とす
る。

重点項目 評価

１ C
判定理由及び改善策等の提言

　目標達成には至っていないものの、地道な取組みの結果、女性委員の割合が微増していることが評価されます。記述内容
が前年とほぼ同じですが、委員選出の役職範囲を広げるなど新しい角度での踏み込みや抜本的な対策、専門アドバイザーの
助言を踏まえた規則の変更が必要です。40％以上の目標達成に向けて、より積極的・具体的な取組みをお願いします。

令和６年度
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目　　標 　Ⅰ　あらゆる分野における男女共同参画

課　　題 　１　社会・地域における男女共同参画

施　　策 （２）　地域活動における男女共同参画の推進

取組と実績
担当課
評価

3 地域コミュニティ課

　地域の交流の拠点の一つである文化センターにおいて、各圏
域コミュニティ協議会に委託する各種事業を通じて、地域の各
種団体等の方々と年代を超えた交流とふれあいの輪を広げるこ
とを目的に事業を実施した。

　文化センター圏域対象事業（コミュニティ圏域内地域交流促
進事業、コミュニティ事業、自主活動奨励事業、地区公民館事
業、スポーツの生活化事業）
事業実施回数：4,109回　延べ参加者数：247,423人

３

4 多様性社会推進課

　主催・共催・市民企画講座にて託児付き講座を実施した。
主催講座　　　５講座
共催講座　　　３講座
市民企画講座　２講座 ３

5① 協働共創推進課

　市民活動センターにて、市民活動に関する情報提供や相談受
付、学習機会の提供、シンポジウムを行った。

一般相談　322件
市民活動入門講座　６回(延べ100人)
市民活動専門講座　９回(延べ121人)
市民協働シンポジウム　193人 ３

　生活の基盤である地域において、固定的な性別役割分担意識にとらわれずに、男女共同
参画の視点に立った地域活動を推進します。

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和５年度

コミュニティ活動等への
参加促進

市主催事業等の開催にお
ける託児支援

ボランティア活動の支援
及び各種講座の充実
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【担当課評価基準】　

　　５…予定より大きな成果が出ている
　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉
　　３…おおむね予定した成果が出ている
　　２…予定した成果があまり出ていない
　　１…予定した成果が出ていない

令和５年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

　５月に新型コロナウイルス感染症の法
上の位置づけが変わり、行動制限がほぼ
必要なくなったことから、参加者数や実
施事業数は予定していた規模になったと
考えているため。

　各文化センター圏域コミュニティ協議
会のスタッフの高齢化・固定化が課題で
あり、中心で運営するスタッフへの運営
手法が継承されにくい状況が発生してい
る。
　特にセンターを利用して活動している
自主グループ団体の高齢化が進んでお
り、コロナ禍で活動を控えていた期間中
に解散した団体があり、併せて課題と認
識している。

　事業の実施内容及び方法については、
一様にコロナ禍前と同様に実施するもの
ではなく、性別、年代に関わらず参加意
欲を持ってもらえる魅力的な事業になる
ように各文化センター圏域において計画
しています。

　子育て世代を対象としたフチュールの
主催講座の多くは、託児付き講座として
実施した。
　また、他部署の要請により、保育協力
者を派遣するなど託児支援を行った。

　託児付き講座の実施はしたが、実際に
託児を利用された講座数は少なく、託児
付き講座であることを分かりやすく告知
する必要がある。

　引き続き実施をしていく。

　市民活動やボランティア活動の入り口
となる入門講座、スキルアップするため
の専門講座の双方で段階に合わせた多様
な学びの場を提供するとともに、窓口の
市民活動等に関する相談件数も増加し、
新型コロナウイルス感染症拡大以前の状
態に近づけることができた。
　また市民協働の啓発となるシンポジウ
ムについても例年以上の市民が参加し、
市民協働への参加意識の醸成に寄与した
ため。

　すでに活動している団体や個人を対象
としてスキルアップを目指す専門講座の
テーマ設定や、単発・連続講座のバラン
スなど再検討し、よりニーズに合った講
座を提供する。

　引き続き、各種講座や相談、シンポジ
ウム等を実施し、人材や団体の育成と、
市民活動や市民協働の普及啓発を継続す
る。

令和６年度

12



取組と実績
担当課
評価

5② 文化生涯学習課

　生涯学習センターにおけるボランティア活動室を提供し、生
涯学習ボランティア(悠学の会、陶芸、写真等)の活動支援を
行った。生涯学習ファシリテーターを養成するための講座を
行った。

ボランティア企画講座
14講座、35回、延368人

生涯学習ファシリテーター養成講座
１講座、  ３回、延 60人

３

5③ 地域福祉推進課

　府中ボランティアセンターを運営する府中市社会福祉協議会
へ補助金を交付し、活動に関する相談・紹介・情報提供・研修
等を実施した。

・ボランティア・協力会員入門研修　103名参加
・ボランティア連絡会　16名参加 ３

6 多様性社会推進課

　要望がなかったため実施なし。

２

7 スポーツタウン推進課

　地域でのスポーツ・レクリエーション活動に必要な指導者を
派遣する。　　６回　延べ18人

３

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和５年度

ボランティア活動の支援
及び各種講座の充実

ボランティア活動の支援
及び各種講座の充実

ふちゅうカレッジ出前講
座の実施

自主的なスポーツ・レク
リエーション活動への指
導者派遣

13



令和５年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

　ボランティア団体による自主的な講座
の企画、記録誌の作成、情報誌の作成等
を行うとともに、パソコン・陶芸・カ
ラープリントに係る講座等の講師を務め
るなど、生涯学習センターの指定管理者
と協働しながら活動した。
　また、学習したことを地域に還元する
人材を育成するための生涯学習ファシリ
テーター・サポーター養成講座について
は、市と指定管理者が協働して、修了者
を輩出しており、指定管理者による生涯
学習ファシリテーターの活用も進んでい
るが、生涯学習サポーターの登録と活用
にはつながらなかった。

　生涯学習ボランティアの活動支援は、
生涯学習ボランティアの組織と指定管理
者、市の間で意見交換を行うなど、更な
る活動の場の拡充に向けて引き続き取り
組んでいく必要がある。また、新しい生
涯学習ボランティアの確保と定着も目指
す。
　また、生涯学習ファシリテーター・サ
ポーター養成講座の充実を図るととも
に、時代にあった内容の刷新を進める。
学習したことを地域に還元する人材を育
成し、生涯学習サポーターをはじめとし
た「学び返し」の推進体制を見直してい
く。

　生涯学習センターを活用し、生涯学習
に関わるボランティア活動を通じて地域
における男女共同参画の場を広げる。

生涯学習ボランティア企画講座
10講座、30回、延500人
生涯学習ファシリテータ養成講座
 1講座、 3回、延 45人

　ボランティア活動をしたい方と必要と
する方との双方の相談に対応し、助言や
連絡調整することで様々なボランティア
活動を支援した。

　引き続き、府中ボランティアセンター
を運営する府中市社会福祉協議会へ補助
金を交付し、新たな人材の登録を推進
し、継続的な活動と技術向上を支援す
る。

　府中ボランティアセンターを運営する
府中市社会福祉協議会へ補助金を交付
し、活動に関する相談・紹介・情報提
供・研修等を実施する。

　要望がなく、実施していないが、ニー
ズに沿った講座を実施するため、男女参
画に関する情報収集を行ったため。

　要望がないこと。 　要望があった場合は、ニーズを把握し
たうえで適切な講座を実施する。

　市民の求めに応じて必要な支援を行う
取組であり、依頼のあった事業に対して
可能な限りの支援を行ったものの、市民
からの依頼数自体が近年、横ばい又は減
少傾向にあり、派遣数の増加には至らな
かった。

　既存の事業等への派遣が中心となり、
新規の事業等への派遣が増加しなかった
ことから、様々な広報媒体を活用し、本
事業のＰＲと周知に努め、認知度を高め
ていく必要がある。

　地域でのスポーツ・レクリエーション
活動に必要な指導者を派遣する。
14回　延べ35人

令和６年度
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8① 文化生涯学習課

　知的障害のある成人が、有意義な生活や自立への方法と余暇
の充実活動を学び、周りの人々とコミュニケーションを学ぶ講
座として障がい者成人教室を実施した。

講座開催
15回、延べ出席678人 ３

8② 障害者福祉課

[障害者就労支援事業]
　心障センター「み～な」において就労支援等を行った。
　事業登録者  　476人
　就労支援　　5,543件
　生活支援　　7,246件
[障害者清掃作業委託事業]
　福祉作業所などの授産活動の一つとして公園での清掃作業を
委託した。
　 26施設、延べ1,476日

３

9 高齢者支援課

・シニアクラブが行う社会奉仕活動・文化活動・健康増進活動
に対し補助を行った。
　81クラブ　会員4,749人
　※女性会長は、16クラブ
　※女性会員は、3,000人
・シルバー人材センターが行う公益目的事業に対し補助を行っ
た。
　会員　2,048人
　※女性会員は、700人

３

10 高齢者支援課

　介護予防推進センターや各地域包括支援センターを介護予防
の普及啓発の拠点として、介護予防教室や講座などを実施し
た。
・介護予防推進センター
　介護予防教室利用者数　延べ21,511人
・地域包括支援センター
　フレイル予防講習会参加者数　延べ1,957人

３

障害のある人への自立支
援

障害のある人への自立支
援

生きがい事業の充実

介護予防への取組の充実
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　ボランティアスタッフを中心に運営し
ており、市民協働の一つの成功事例と評
価できる。
　すべての活動においてボランティアス
タッフと連携し、活発に活動が行われて
いる。
　コロナ禍後、初めてバス研修にも取り
組み、充実した活動をすることができ
た。

　ボランティアスタッフの登録者数は増
えたものの、若年層の新規スタッフの定
着率が低い。
　毎年似たような活動になりやすく、障
害者教育の視点を取り入れた学習内容の
拡充も必要である。

　障がい者成人教室は、障害者が自立し
た地域生活を送ることができるよう講座
内容の充実を図るとともに、市民と協働
で運営するスタッフ活動を通じて男女共
同参画に取り組む。

講座開催　 17回
延べ出席  650人

[障害者就労支援事業]
　利用登録者数は年々増加し、就労して
いる市民からの問合せ件数が多数を占め
ている。多様化した相談内容に対し、相
談体制の拡充を行った。
[障害者清掃作業委託事業]
　安定的な工賃収入の確保の実施。

[障害者就労支援事業]
　障害のある方々や企業からの就労相談
を通して、就労の機会の提供及び職場定
着支援を継続実施していく。また、日常
生活面での支援により、賃金を得ること
による労働意欲、勤労意欲の向上を図
る。
[障害者清掃作業委託事業]
　障害者施設通所者の社会参加及び工賃
収入を得る機会として、引き続き作業の
確保、充実を図る。

　事業の趣旨から数値目標を定めるのは
妥当ではない。

・シニアクラブは、活動団体が一つ減っ
たため、計画値を下回ったが、計画どお
り全クラブに補助金を交付した。
　計画値　83クラブ
・シルバー人材センターは、計画どおり
補助金の交付等により支援を行い、会員
数も計画値を上回った。
　計画値　2,000人

・地域による支えあいの体制構築、高齢
者の経験・知識を活用した生きがいづく
りのための活動の場や機会を創出できる
ようにシニアクラブに対して支援を行う
必要がある。
・就労希望者の増加及び就労年齢の高齢
化が見込まれるため、高齢者の就業等の
活動機会の開拓及び提供により高齢者の
社会参加を促進するようにシルバー人材
センターの事業運営に対して支援を行う
必要がある。

・シニアクラブが行う社会奉仕活動・文
化活動・健康増進活動に対し補助を行
う。
・シルバー人材センターが行う公益目的
事業に対し補助を行う。

　実施した教室、講習会等に多数の高齢
者に参加していただくなど、介護予防に
繋がる取組が展開できたと捉えているた
め。

　市が実施する教室等だけでなく、住民
主体の多様な活動の場の充実も図ってい
く必要がある。

　介護予防教室や講座を行うとともに、
住民主体により介護予防の取組が行われ
る場を増やしていけるよう支援する。
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目　　標 　Ⅰ　あらゆる分野における男女共同参画

課　　題 　１　社会・地域における男女共同参画

施　　策 （３）安全・防災対策の推進

取組と実績
担当課
評価

11 児童青少年課

　青少年の健全育成に対する良好な環境の確保及び非行防止を
図るため、青少年健全育成協力店指定制度を実施し、事業者が
青少年健全育成を阻害する環境に対して自主的な改善措置を講
ずる取組を推進した。令和５年度は、市内のコンビニ102店、酒
店31店、たばこ店１店、たばこ・酒販売店３店、書店３店、ビ
デオ店１店、ゲーム店３店、カラオケ店２店、刃物類販売店１
店、インターネットカフェ１店の計148店舗を指定し、体制の充
実を図った。

３

12 地域安全対策課

　１回開催し、12名の参加者があり、そのうち女性は３名で
あった。

３

13
重点
取組
事項

防災危機管理課

　総合防災訓練等で、学校・地域・行政が連携し、地域の多様
なニーズに配慮した避難所開設訓練を実施した。各避難所に初
動班職員として女性職員を１名以上配置するとともに、男女別
トイレ、授乳室や母子避難スペースの設置、更衣室、女性用物
干し場等の設置について、女性の視点に立った避難所開設の検
討を進めた。 ３

府中市男女共同参画推進協議会による第三者評価

【項目評価基準】
・　立てられた計画に基づき、着実に実行して 　　　Ａ…施策は非常に良好に進展している

　　　Ｂ…施策は良好に進展している　　

・　担当課の自己評価は適切に行えているか 　　　Ｃ…現状維持

・　課題を適切に把握しているか 　　　Ｄ…施策がやや後退している

　　　Ｅ…後退している

　地域の安全を守るために、一人ひとりが自分にできることを認識・実行し、日頃から地
域のつながり、助け合いによる青少年の健全育成に係る取組や防犯活動を支援し、女性の
地域安全リーダーについて積極的に情報発信します。
　また、大規模災害発生後の避難所生活においては、男女のニーズの違いなどを踏まえた
運営が求められることから、平常時から、男女共同参画の視点に立った防災対策に取り組
みます。
　さらに、地域の様々な団体が協働で取り組む防災訓練を実施します。

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和５年度

青少年の健全育成のため
の環境づくり

女性の地域安全リーダー
の育成

男女双方の視点を取り入
れた防災対策の推進

　　いるか
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【担当課評価基準】　

　　５…予定より大きな成果が出ている
　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉
　　３…おおむね予定した成果が出ている
　　２…予定した成果があまり出ていない
　　１…予定した成果が出ていない

令和５年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

　青少年健全育成協力店への加入の呼掛
けを行い、昨年から協力店舗数を1件増
となり、広報紙の配付等を通じて青少年
健全育成に対する周知を図ることができ
た。

　コンビニエンスストア等、閉店や新規
開店など入れ替わりが多い店舗について
は、定期的に調査を実施し、現状をよく
把握したうえで積極的に加入依頼をして
いく。

　青少年の非行・被害防止全国強調月間
に合わせ、７月に新規店舗への加入依頼
を、11月に登録店舗への調査を行う。
　また３年に一度、登録の更新作業とな
ることから、加入店への登録継続を促
す。

　メール配信サービスを利用し呼び掛け
たところ、男女問わず申込があった。

　引き続きより多くの女性が参加しやす
いような講習会として募集方法、開催方
法、内容等を検討していく必要がある。

　令和５年度に引き続き、４割以上の女
性参加を目標とする。

　総合防災訓練会場校のみならず、各学
校で地域と一体となった避難所開設訓練
や避難所担当職員による訓練を実施した
際、授乳室や更衣室などに適した部屋の
選定など、配慮が必要となる場合を想定
し、検討・対応を進めた。

　地域住民が主体となった避難所開設・
運営を進めるとともに、引き続き、男女
双方の視点も取り入れた防災対策を推進
するため、様々な属性の積極的な参加を
呼びかけていく必要がある。

・既に立ち上がっている地域の避難所協
議会については、引き続き、必要な情報
提供を行うとともに、多様な市民の参加
を促し、会の活性化を支援する。
・未だ立ち上がっていない地域について
は、避難所協議会の立ち上げの支援を行
う。

重点項目 評価

１３ B

令和６年度

判定理由及び改善策等の提言

 避難所開設における女性の視点の取り入れや初動班職員に女性を１名配置しているという対応が評価できます。女性や性的
マイノリティの方が求める多様なニーズに積極的に対応しようとする姿勢を感じることができました。全地域の避難所協議
会の立ち上げの推進についても、引き続き検討してください。
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目　　標 　Ⅰ　あらゆる分野における男女共同参画

課　　題 　２　労働の場における男女共同参画

施　　策 （１）就業のための支援

取組と実績
担当課
評価

14① 協働共創推進課

　市民活動センターにて、ソーシャルビジネスの起業を目指す
人や起業後間もない人を対象にした講座やビジネスプランコン
テスト等を実施した。

専門相談　43人
NPO設立げガイダンス　　　　　 １回(15人)
ビジネスプラン作成入門講座　　１回(12人)
ソーシャルビジネスコンテスト　１回(45人)
CB立ち上げ件数　３件

４

14② 多様性社会推進課

　主催講座や東京しごとセンター多摩との共催などにより就職
支援に関する講座を実施した。
  R５　 ５回　135人
  R４　 10回  149人
  R３　 ７回  140人
　R２   ７回　156人

３

14③ 産業振興課

　国や東京都の作成する就労に関するセミナーのパンフレット
を公共施設や関係機関に配布した。

３

15 産業振興課

　国や東京都の作成する労働関係法、労働保険、労働相談、就
労に関するセミナー、キャリアアップ講習、就職面接会等のパ
ンフレットを公共施設や関係機関に配布した。 ３

　就職、起業等を目指す女性がスムーズに第一歩を踏み出せるよう、労働に関する情報提
供や各種の講座等を開催するほか、支援を行います。

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和５年度

女性の就職支援講座、起
業のための講座等の実施

女性の就職支援講座、起
業のための講座等の実施

女性の就職支援講座、起
業のための講座等の実施

労働情報等の周知
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【担当課評価基準】　

　　５…予定より大きな成果が出ている
　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉
　　３…おおむね予定した成果が出ている
　　２…予定した成果があまり出ていない
　　１…予定した成果が出ていない

令和５年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

　ソーシャルビジネスの個別相談へ適切
な専門家をマッチングさせるとともに、
複数名を対象としたガイダンスおよびビ
ジネスプラン講座も開催することがで
き、スキルアップに貢献できた。
　また初めてビジネスプランコンテスト
を開催し、多世代、他分野の事業者や学
生、個人が参加し、ソーシャルビジネス
の気運を高ることができた。

　専門相談件数は年々増加傾向にある
が、限られた予算内でより多くの相談に
対応できるよう、効果的で適切な専門家
とのマッチングに努める。

　引き続き、ＳＢラボ利用者や専門相談
の対象者へ手厚い起業支援や事業化支援
を展開するとともに、特に起業者間が主
体的に開催するソーシャルビジネス交流
会を年4回以上開催して仕組みを確立さ
せ、事業者間のネットワークと相互に自
立化できる体制を構築する。

　再就職支援等を実施し、女性の就職を
支援を行い、関連機関へ橋渡しもでき
た。

　講座内容、周知方法等を検討する必要
がある。

・講座数　 　４回
・参加者数　120人

　パンフレットの配布によりセミナー等
の周知を行ったため。

　特になし。 　国や東京都の作成するパンフレットを
配布し、周知を行う。また、多様性社会
推進課と共催で、男女共同参画にかかる
講座を実施する。

　パンフレットの配布によりセミナー等
の周知を行ったため。

　特になし。 　国や東京都の作成するパンフレットを
配布し、周知を行う。また、多様性社会
推進課と共催で、男女共同参画にかかる
講座を実施する。

令和６年度
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目　　標 　Ⅰ　あらゆる分野における男女共同参画

課　　題 　２　労働の場における男女共同参画

施　　策 （２）職場での女性の活躍推進

取組と実績
担当課
評価

16① 多様性社会推進課

　主催講座で女性のキャリア支援に関する講座をおこなった。
　R５ ２回　17人
  R４ １回　４人
  R３ ２回　10人
  R２ ２回　15人

３

16② 産業振興課

　国や東京都の作成するキャリアアップ講習のパンフレットを
公共施設や関係機関に配布した。

３

17
重点
取組
事項

産業振興課

　国や東京都の作成する就労に関するセミナーのパンフレット
を公共施設や関係機関に配布した。

３

府中市男女共同参画推進協議会による第三者評価

【項目評価基準】
・　立てられた計画に基づき、着実に実行して 　　　Ａ…施策は非常に良好に進展している

　　　Ｂ…施策は良好に進展している　　

・　担当課の自己評価は適切に行えているか 　　　Ｃ…現状維持

・　課題を適切に把握しているか 　　　Ｄ…施策がやや後退している

　　　Ｅ…後退している

　市内の事業所などへ女性のキャリア支援を行うとともに、管理職等への女性の登用を推
進するなど、女性活躍推進を働きかけます。

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和５年度

指導的立場への登用に向
けた女性のキャリア支援

指導的立場への登用に向
けた女性のキャリア支援

事業所に対する女性活躍
促進の積極的な働きかけ

　　いるか
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【担当課評価基準】　

　　５…予定より大きな成果が出ている
　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉
　　３…おおむね予定した成果が出ている
　　２…予定した成果があまり出ていない
　　１…予定した成果が出ていない

令和５年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

　計画通り事業を実施できたため。 　女性のキャリア支援。 　引き続き実施をしていく。

　パンフレットの配布によりセミナー等
の周知を行ったため。

　特になし。 　国や東京都の作成するパンフレットを
配布し、周知を行う。また、多様性社会
推進課と共催で、男女共同参画にかかる
講座を実施する。

　パンフレットの配布によりセミナー等
の周知を行ったため。

　特になし。 　国や東京都の作成するパンフレットを
配布し、周知を行う。また、多様性社会
推進課と共催で、男女共同参画にかかる
講座を実施する。

重点項目 評価

１７ D

令和６年度

判定理由及び改善策等の提言

　今後の課題は特に無しという記述から課題解決への前向きな姿勢が見られません。取組みの実施、実績・効果を分析する
ことで課題を見つける必要があります。評価の参考となるように、実績・課題ともに十分な回答をしていただくようお願い
いたします。働きやすい職場環境づくりの実現のため、すぐに実施可能なセミナーや講演の実施は積極的に検討していただ
きたいです。
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目　　標 　Ⅰ　あらゆる分野における男女共同参画

課　　題 　２　労働の場における男女共同参画

施　　策 （３）市職員の男女共同参画の推進

取組と実績
担当課
評価

18 職員課

　女性の昇任意識向上等の意識改革や職務への意欲推進を目的
とした研修のほか、女性職員が活躍しやすい職場づくりを目的
とした研修を行ったうえで、昇任選考を実施した。
【令和５年度実績】
①昇任選考
・女性職員の昇任選考推薦率（対資格者）
(1)課長補佐級（管理職）
　 11.1％
(2)係長級（監督職）
　 7.4％
・女性職員の最終合格者
(1)課長補佐級（管理職）
　 １人
(2)係長級（監督職）
　 ８人
②管理的地位に占める女性職員の割合
　13.7％（管理職数146名中20名）
③研修
ア　女性職員研修（外部講師及び内部講師による講話）
・実施回数　２回
・対象者　入庁4年目以上の女性職員
・参加者　　36人
イ　女性活躍推進研修
・実施回数　１回
・対象者　管理職
・参加者　　30人（男性25人 女性５人）
ウ　ダイバーシティ研修
・実施回数　１回
・対象者　全職員
・参加者　　39人（男性19人 女性20人）

２

19① 職員課

　主管課での見直しに伴い、共催による研修は実施しなかっ
た。

３

19② 多様性社会推進課

　令和４年度に実施した職員対象アンケート結果において、令
和５年度では課題と思われる点について、府中市男女共同参画
推進本部・本部会下にプロジェクトチームを設置し、「働きや
すい職場づくり」の取組みとして、本部員を対象としたワーク
ショップや「働きやすい職場づくり」の取組みのフォローアッ
プ会の開催、モデル課の取組みを実施した。 ４

　職場内の慣行や固定的な性別役割分担意識の更なる改善に取り組むとともに、性別にと
らわれない職種・職域の拡大を図ります。また、女性職員が指導的立場に立つことについ
て意欲向上を図り、様々な分野への積極的な参画を推進します。
　市職員に対して、研修等を通じて男女共同参画意識の徹底を図ります。

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和５年度

職員に対する意識調査、
研修、講演会の実施

女性職員の参画意識の向
上

職員に対する意識調査、
研修、講演会の実施
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【担当課評価基準】　

　　５…予定より大きな成果が出ている
　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉
　　３…おおむね予定した成果が出ている
　　２…予定した成果があまり出ていない
　　１…予定した成果が出ていない

令和５年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

　有資格者の減少による影響もあるが、
令和４年度は、課長補佐級職は８人、係
長級職は14人の女性職員合格者が出たの
に対し、令和５年度は、課長補佐級職は
１人、係長級職は８人の合格となったた
め。

　課長補佐級職及び係長級職において、
令和４年度より昇任方法を競争試験から
選考に変更したことから、安心して昇任
することができるようフォロー体制を引
き続き整備する必要がある。

　令和３年３月に女性活躍推進法に基づ
く第２次特定事業主行動計画を策定し、
「令和７年４月１日時点で管理的地位に
ある職員に占める女性割合を22％以上に
する」と目標を掲げていることから、引
き続き女性職員を対象とした研修実施に
よる昇任意識の向上等を図る。また、昇
任へのフォロー体制の一つとして、庁内
の相談体制について検討する。

　例年実施してきた共催研修は実施しな
かったが、主管課主催によるワーク
ショップは実施されたため、全庁的な成
果としては出ていると言える。

　継続的な取組が必要なことから、今後
も引き続き研修を実施する必要がある。

　引き続き、管理職対象、一般職員対象
の研修を実施する。

　本部員を対象としたワークショップを
開催することで、組織全体の目標及び課
題を組織一体となって取り組むことがで
き、本部員が各部局へ働きかけること
で、職場における「働きやすい職場づく
り」の取組みが実践されたため。

　令和５年度に実施した「働きやすい職
場づくり」の取組みにより、各職場にお
ける課題感の認識はされたものの、職員
の意識が低下しないよう継続的な意識啓
発は必要と考える。

・職員のワーク・ライフ・バランスの推
進は、今後は職員課が所管する特定事業
主行動計画の推進のもと進めることとす
る。
・男女共同参画に関する意識啓発は、引
き続き、研修及び情報紙の発信等により
実施する。

令和６年度
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目　　標 　Ⅰ　あらゆる分野における男女共同参画

課　　題 　３　教育の場における男女共同参画

施　　策 （１）学校における男女共同参画の推進

取組と実績
担当課
評価

20① 子ども家庭支援課

　中学校等での性教育講座:５か所　649人

３

20② 学務保健課

　東京都や多摩府中保健所などの関係機関からの依頼により、
啓発活動資料やポスターを各学校等に配布し啓発活動に努め
た。

３

20③ 指導室

・市立学校においては人権教育全体計画に基づき、各教科等と
関連付けながら、人権教育を推進した。
・教育課程編成において、男女平等教育の推進を重点項目の一
つとして位置付けた。
・校長会と連携し、全ての市立学校において、令和５年度から
出席簿等において男女混合名簿を使用することとした。

４

21 指導室

　人権教育推進委員会や学校マネジメント講座、若手教員育成
研修会等の各種委員会や連絡会、研修会等の実施を通して、男
女平等意識の向上を図った。

３

　性別にかかわらず、一人ひとりの個性や能力・適性等を大切にし、人権の尊重、男女の
共同参画、相互理解と協力の視点に立って学習の充実を図るとともに、学校教育における
男女共同参画を推進します。
　また、教職員にも男女共同参画の意識を高めるとともに、女性教員の管理職の昇任意欲
を高めるため、意識啓発等を行います。

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和５年度

学校教育における男女共
同参画の推進

学校教育における男女共
同参画の推進

学校教育における男女共
同参画の推進

教職員の男女平等意識の
向上の推進
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【担当課評価基準】　

　　５…予定より大きな成果が出ている

　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉

　　３…おおむね予定した成果が出ている

　　２…予定した成果があまり出ていない

　　１…予定した成果が出ていない

令和５年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

　府中市助産師会に委託し、市内小・
中・高等学校で性教育講座を実施し、
デートＤＶの内容を組み込んで実施し
た。生徒の感想から、好評を得られた。

　多くの学校に利用してもらえるように
周知を図っていく。

　中学校校長連絡会で周知を図る。ま
た、性教育講座について学校側の希望を
取り入れて実施する。

　各学校における薬物・飲酒等の予防や
身体に対する害等の啓発活動により、児
童・生徒の理解が深まった。

　東京都や学校薬剤師との共同による啓
発活動の強化。

　各学校における薬物等の予防啓発活動
を継続して進める。

　市立学校の教育課程編成方針におい
て、男女平等教育の推進を位置付けた。
それを受け、各学校では、人権教育全体
計画及び年間指導計画を作成し、計画に
基づき人権教育を実施することができ
た。

　教職員の男女の本質的平等等について
の認識を高める教員研修の実施や学校に
おける固定的性別役割分担意識や無意識
の思い込み（アンコンシャス・バイア
ス）の確認や見直しを行うなど、継続し
た取り組みが必要であること。

　男女混合名簿使用の趣旨を周知し、保
健体育科の男女共習をすすめ、各教科等
の指導の中で、児童・生徒の人権感覚を
高める指導の充実が図れるよう、教員対
象の研修を実施するなど、引き続き啓発
に取り組む。

　人権教育をテーマとした若手教員や中
堅教員を対象に研修を計画・実施するな
どして、教員の人権感覚を涵養した。将
来管理職を目指す教員を対象とした学校
マネジメント研修会には５名の女性教員
が参加し、令和４年度の６名から１名減
少した。

　教員の人権感覚を涵養するような研修
を継続する。また、学校環境の改善に向
けて、服務研修等の取組を継続していく
必要がある。

　教職員の人権感覚を高める研修や、昇
任意欲を高めるような研修を実施する。

令和６年度
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目　　標 　Ⅰ　あらゆる分野における男女共同参画

課　　題 　４ 市民協働における男女共同参画

施　　策 （１）市民活動の支援と人材育成

取組と実績
担当課
評価

22
重点
取組
事項

多様性社会推進課

　継続して登録団体活動支援、講座の実施等を行い、来館者数
増に努めた。また、情報資料室では、市民が学習や啓発に役立
てるよう書籍や資料などの蔵書の充実に努めた。
 
 センター来館者数
　R５  39,318人(男性 13,363人)
　R４  35,412人(男性 11,158人)
  R３  26,163人(男性  8,733人)
 
 
　センター登録団体数
　R５　 90団体
　R４   94団体
  R３  108団体
　

  センター施設利用率(年間)
　R５　36.0％
  R４  34.0％
  R３  26.6％

　蔵書数　R５　8,007冊
　　　　　R４  7,973冊
          R３  7,942冊

３

23① 協働共創推進課

　助成金に関する情報の提供と収集のほか、市民活動センター
において、市民活動応援助成金「エール」を交付した。

採択団体数　７団体
３

府中市男女共同参画推進協議会による第三者評価

【項目評価基準】
・　立てられた計画に基づき、着実に実行して 　　　Ａ…施策は非常に良好に進展している

　　　Ｂ…施策は良好に進展している　　

・　担当課の自己評価は適切に行えているか 　　　Ｃ…現状維持

・　課題を適切に把握しているか 　　　Ｄ…施策がやや後退している

　　　Ｅ…後退している

　能力開発や人材育成を目的とした講座や研修会を実施し、学習機会、人材育成や情報提
供の充実を図るとともに、様々な困難を抱える女性や、子育てや介護を行う女性に対する
支援など、女性のニーズに対応し、女性に寄り添って活動しているNPOや市民活動を支援
します。また、市民と協働で、男女共同参画に関する講座や男女共同参画推進フォーラム
等を実施し、協働による男女共同参画を推進します。

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和５年度

男女共同参画センター
「フチュール」の運営

市民の自主的活動の支援

　　いるか

27



【担当課評価基準】　

　　５…予定より大きな成果が出ている
　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉
　　３…おおむね予定した成果が出ている
　　２…予定した成果があまり出ていない
　　１…予定した成果が出ていない

令和５年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

　昨年度との比較して、実績として来館
者数や稼働率が増加しているため。

・来館者数は新型コロナウイルス感染拡
大前の約９割ほどまで回復しており、ま
た、男性の利用者の割合については、新
型コロナウイルス感染拡大前の令和元年
度では26.0％であったが、令和５年度は
33.9％と増加傾向（前年度比2.4ポイン
ト増）にある。引き続き、性別にかかわ
らず、利用しやすい施設の運営に努める
必要がある。
・既存の資料・蔵書について、劣化や破
損、時代に合わない内容のものがないか
など見直しを行い、必要に応じて除籍す
る必要がある。

・性別にかかわらず、利用しやすい施設
の運営に努める。
・その他、既存資料・蔵書の見直し、新
規資料・書籍の収集を行う。
・府中市のSNSツール等を活用し、施設
に関する情報を発信する。

　これまで市内で市民活動に取り組んで
きた団体だけでなく、直面している地域
課題の解決に向けて新たに設立されたス
タートアップ団体も採択され、多様な団
体へ助成金を交付することができた。

　申請団体数を増やすとともに、助成事
業の成果を広く市民へも周知するため、
新型コロナウイルス感染症の影響で実現
できなかった市民活動センターのフリー
スペース等を活用した公開報告会を開催
する。

　助成金の広報や説明会、報告会等を通
じて多くの団体から提案が生まれるよう
周知するとともに、他の助成金や資金調
達全般のノウハウを獲得できるよう、採
択・不採択に関わらずサポートをする。

重点項目 評価

２２ B

令和６年度

判定理由及び改善策等の提言

　来館者数、また男性の利用者が増加していることから運営の努力が見られます。イベント実施の継続性や学習・交流とし
ての機能の充実性は評価できますが、稼働率が現状維持である点、「男女共同参画を推進する拠点施設」の機能としてはま
だ弱い点があります。また「フチュール」の知名度を上げていく為にも、他施設や民間企業等と連携を深めて更なる企画・
情報発信を期待します。
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取組と実績
担当課
評価

23②
多様性社会推進

課

　登録団体の自主活動を支援するため施設を減額で利用可能と
している。
　登録団体数
　　　　　　　R５　　90団体
　　　　　　　R４　　94団体
　　　　　　　R３   108団体
              R２   113団体
　
　男女共同参画推進フォーラム来場者数
　R５　開催せず（令和6年度開催月変更の為準備期間）
　R４　726人
　R３  118人
　R２   中止
　
　男女共同参画市民企画講座事業を実施
　R５   15回    294人(男性83人)
　R４　 18回 　 305人(男性76人)
　R３　 19回　  294人(男性47人)
　R２   14回　  351人(男性80人)
　
　
　登録団体協働講座を実施
　R５　 87回  1,067人(男性214人）
　R４　 88回  1,243人(男性271人）
　R３　 69回　  778人(男性133人)
　R２   37回　  522人(男性124人)

３

24 協働共創推進課

　市民活動団体への活動支援のほか、市民や団体同士の交流促
進やネットワークの構築を目指し、コーディネートの推進や
コーディネーターの養成、ポータルサイトを運営した。

市民活動登録団体数　446団体
プラnet登録団体数　 563団体
協働コーディネートに係る相談件数　延べ65件
協働コーディネートによって実現した協働事業数　31件
協働推進コーディネーター養成講座　延べ12回（91人)

５

25 多様性社会推進課

　男女共同参画センター登録団体と協働し、講座を行った。

　協働講座
　R５　 87回 1,067人(男性214人)
　R４　 88回 1,243人(男性271人)
　R３　 69回　 778人(男性133人)
　R２   37回　 522人(男性124人)

３

26 多様性社会推進課

　男女共同参画社会の実現に関する団体・個人と交流を深め、
現在の日本が抱える女性問題等について学ぶため、全国規模の
フォーラムに第37回府中市男女共同参画推進フォーラム実行委
員が参加した。
　国立女性教育会館「男女共同参画推進フォーラム」
　R５   ４人(オンライン開催）
  R４   ５人(オンライン開催)
  R３　 ７人(オンライン開催)
  R２   ５人(オンライン開催)

３

市民の自主的活動の支援

NPO・ボランティア団体
等、グループ指導者等の
育成と活動の支援

協働による男女共同参画
の推進

男女共同参画関係会議へ
の参加促進

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和５年度
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令和５年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

　登録団体の高齢化に伴い、登録団体数
が減ってきている。
　講座については、例年一定数開催が出
来ている。

・継続した意識啓発活動の実施。
・男性の参加者を増やすため、男性向け
の講座などを検討する必要がある。

　講座回数は現状を維持し、男性の参加
者の増加につながるよう検討する。

　新型コロナウイルス感染症の拡大によ
り停滞していた市民活動登録団体数は増
加し、ポータルサイトプラnetへの登録
数も社会貢献している学校や企業等も含
め伸び続けている。
さらに、協働コーディネートによって実
現した事業数も増加し、総合計画で定め
る目標値である24件を上回ることができ
た。

　これまで80名以上の市民コーディネー
ターを養成してきた事から、より多くの
実践の場を提供するため、各種イベント
やワークショップ等へコーディネー
ター、ファシリテーターとして参加する
機会を創出する。

　引き続き、市民や団体、企業、行政、
学校、自治会など多様なステークホル
ダーが協働し、総合計画の目標値以上の
新たな取り組みにつながるよう、交流の
場づくりや情報発信支援、相談以外にも
アウトリーチも含めた積極的なコーディ
ネートに努める。

　新型コロナウイルス感染拡大前よりも
講座参加者が増えてきている。

　会場開催が出来るようになってきたた
め、講座回数が増えてきているが、男性
の参加者数が伸び悩んでいるため、男性
も参加しやすい講座を企画してもらうよ
う働きかける。

　引き続き、男女共同参画センター登録
団体と協働し、講座を開催する。

　コロナ禍を経て、オンラインでの開催
となっているため、一定数が参加でき
た。

　引き続き、府中市男女共同参画推進
フォーラム実行委員が参加するよう働き
かける。

　少なくとも数名が参加するよう働きか
ける。

令和６年度
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目　　標 　Ⅰ　あらゆる分野における男女共同参画

課　　題 　５ 国際社会への貢献

施　　策 （１）国際理解と国際交流の推進

取組と実績
担当課
評価

27 多様性社会推進課

・友好都市ウィーン市ヘルナルス区との青少年ホームステイ相
互派遣を実施したほか、ヘルナルス区からの友好訪問団を受け
入れた。
・府中国際交流サロンにおいて日本語学習会を開催した。
　ボランティア登録者数　112人（男性　41人、女性　71人）
・多文化共生センターＤＩＶＥにおいて在住外国人向けの孤立
解消サロンやアフガニスタン料理教室などを開催したほか、Ｓ
ＮＳで情報を発信した。 ３

28 多様性社会推進課

　府中国際交流サロンにおいて、日本語学習会を開催した。託
児サービスについては、利用希望者がいなかったため実績な
し。
・日本語学習会開催　201回（自主学習20回を含む）
・学習者登録数　344人（男性134人、女性210人)

３

29 広聴相談課

　多文化共生センターＤＩＶＥにおける外国人住民サポーター
制度が開始されたことに伴い、広聴相談課における通訳ボラン
ティアは令和４年度をもって終了した。通訳が必要な相談につ
いて、令和５年度は同制度や東京都多言語相談ナビをご案内す
るなど対応した。

３

国際交流の推進

在住外国人の託児支援

外国人相談窓口の充実

　府中国際交流サロンにおいて、日本語や日本の文化・習慣等を学習する機会や、各種イ
ベントを通じて交流する機会を提供するほか、在住外国人や留学生等への語学や日常生活
を支援するとともに、多文化共生の推進のため、外国人相談窓口の充実を図ります。
　また、平成４年に友好都市提携を結んだウィーン市ヘルナルス区とは、引き続き、市民
が参加することのできる交流を継続し、多文化共生の推進に努めます。

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和５年度
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【担当課評価基準】　

　　５…予定より大きな成果が出ている
　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉
　　３…おおむね予定した成果が出ている
　　２…予定した成果があまり出ていない
　　１…予定した成果が出ていない

令和５年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

・ヘルナルス区との青少年ホームステイ
相互派遣事業を再開したほか、ヘルナル
ス区友好訪問団が来訪し、両市区の交流
を深められたため。
・年間を通じて、在住外国人に日本語学
習機会を提供できたため。
・ボランティアや在住外国人の協力を得
つつ、多文化共生及び国際交流を促進す
るイベントを開催したほか、ＳＮＳで情
報を発信できたため。

　引き続き、青少年ホームステイ相互派
遣事業を中心に友好都市との交流を深
め、また、在住外国人への日本語学習機
会の提供等多文化共生を促進する事業を
実施していく。

・青少年ホームステイ相互派遣事業の実
施
・日本語学習会の開催
・国際交流サロン新規ボランティアの養
成
・多文化共生及び国際交流を促進するイ
ベント等の開催

　託児利用実績はないが、年間を通じ、
日本語学習会を開催したことで、在住外
国人に日本語学習機会を提供できたた
め。

　府中国際交流サロンの移転に伴う新会
場での託児サービスについて、その提供
方法等を検討する。

　国際交流サロンにおける日本語学習会
の開催及び託児サービスの提供。

　相談に来た外国人に対して、外国人住
民サポーター制度等をご案内するなど必
要な対応をすることができた。

　適切に外国人住民サポーター制度等の
相談窓口をご案内していくこと。

　通訳が必要な相談について、引き続
き、多文化共生センターＤＩＶＥにおけ
る外国人住民サポーター制度や東京都多
言語相談ナビをご案内するなど対応して
いく。

令和６年度
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目　　標 　Ⅱ ワーク・ライフ・バランスの推進

課　　題 　１ 仕事と生活の両立支援

施　　策 （１）職場と家庭における環境づくり

取組と実績
担当課
評価

30① 多様性社会推進課

　ワーク・ライフ・バランスの普及、啓発のための講座を実施
した。
 主催講座
 R５  ４回　36人
 R４  12回　49人
 R３  １回  24人

３

30② 産業振興課

　国や東京都の作成する就労に関するセミナーのパンフレット
を公共施設や関係機関に配布した。

３

31 広聴相談課

　労働条件、労使関係など労働全般の相談に社会保険労務士が
助言・指導を行った。
　労働条件 ３件 就業規則　３件
　解雇     ４件 賃金　　　３件
　退職金   ２件 その他    ７件
　　　　　　 　 合計   　 22件

３

　男女が性別によって差別されることなく、それぞれの価値観やライフステージに応じた
多様な働き方を選択できる環境の整備に向けて、市内外の関係機関と連携を図りながら、
男性の育児休業等の取得を促進するため、取組事例を発信するなど、男性が家事や育児に
参画しやすい環境づくりに努めます。

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和５年度

長時間労働是正やワー
ク・ライフ・バランス推
進に関する啓発活動の充
実

長時間労働是正やワー
ク・ライフ・バランス推
進に関する啓発活動の充
実

労働相談
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【担当課評価基準】　

　　５…予定より大きな成果が出ている
　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉
　　３…おおむね予定した成果が出ている
　　２…予定した成果があまり出ていない
　　１…予定した成果が出ていない

令和５年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

　計画通り実施できたため。 　引き続き、主催講座や関係団体等との
共催講座の実施に取り組んでいく。

　意識啓発事業を年間１回以上、実施す
る。

　パンフレットの配布によりセミナー等
の周知を行ったため。

　特になし。 　国や東京都の作成するパンフレットを
配布し、周知を行う。また、多様性社会
推進課と共催で、男女共同参画にかかる
講座を実施する。

　相談者に適切な助言等を行うことがで
きている。東京都労働相談情報センター
の活用も含めて対応し、一定の成果は得
られているものと考える。

　市民が利用しやすい体制を構築するこ
と。

　従来の労務相談及び年金・労災・雇用
保険相談を統合し、社会保険労務士によ
る年金・労働相談とし、幅広い相談体制
で実施する。また、オンライン予約を開
始して、利用しやすい体制を構築する。

令和６年度
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32 職員課

　毎週水曜日のノー残業デーの周知・徹底（当日の朝・夕にお
ける全庁放送及び所属長による声かけ、休暇制度に関する事務
連絡を発出する際における継続的な周知等）を行うとともに、
より柔軟な働き方を可能とする「時差勤務」の対象となる職場
を拡大した。
　また、新たな取組として、テレワークの試行実施（令和６年
度から本格実施）を行った。

〔令和４年取得実績〕
・年次有給休暇平均取得日数11.8日
　※令和３年実績11.8日　増減なし
・年次有給休暇取得率30.3%（前年からの繰越分を含む総付与日
数に対する取得率）
　※令和３年実績30.2％　0.1％増

４

33① 職員課

　主管課での見直しに伴い、共催によるワーク・ライフ・バラ
ンスの研修は実施しなかった。
　男性職員の育児休業取得促進に係る記事を職員報に掲載し、
意識啓発を図った。 ３

33② 多様性社会推進課

　令和４年度に実施した職員対象アンケート結果において、令
和５年度では課題と思われる点について、府中市男女共同参画
推進本部・本部会下にプロジェクトチームを設置し、「働きや
すい職場づくり」の取組みの一環として、本部員を対象とした
ワークショップの開催及び、「働きやすい職場づくり」の取組
みのフォローアップ会を開催した。

３

仕事と生活を両立する働
き方の促進

庁内における男性職員の
家事・育児への参画に関
する啓発

庁内における男性職員の
家事・育児への参画に関
する啓発

35



　毎週水曜日のノー残業デーの徹底や休
暇制度の周知等を継続したことに加え、
時差勤務の対象職場の拡大やテレワーク
の試行実施等、新たな取組も実施できた
たため。

　毎週水曜日のノー残業デーの定着を受
け、これを維持・継続していく必要があ
る。
　テレワークの効果的な実施方法等につ
いては、引き続き検討していく必要があ
る。

　毎週水曜日のノー残業デーに加えて、
時差勤務のさらなる活用や、年次有給休
暇の取得促進など、一体的に取り組んで
いく。
　また、令和６年度から本格実施してい
るテレワークについて、効果的な実施方
法等を検討していく。

　例年実施してきた共催研修は実施しな
かったが、主管課主催によるワーク
ショップは実施されたため、全庁的な成
果としては出ていると言える。

　今後も研修や職員広報等を通じて、家
事・育児への参画に関する啓発が必要で
ある。

　引き続き、ワーク・ライフ・バランス
の研修や、職員広報等で男性職員へ向け
て、家事・育児での参画を啓発してい
く。

　本部員を対象としたワークショップを
開催することで、組織全体の目標及び課
題を組織一体となって取り組むことがで
き、本部員が各部局へ働きかけること
で、職場における「働きやすい職場づく
り」の取組みが実践されたため。

　令和５年度に実施した「働きやすい職
場づくり」の取組みにより、各職場にお
ける課題感の認識はされたものの、職員
の意識が低下しないよう継続的な意識啓
発は必要と考える。

・職員のワーク・ライフ・バランスの推
進は、今後は職員課が所管する特定事業
主行動計画の推進のもと進めることとす
る。
・男女共同参画に関する意識啓発は、引
き続き、研修及び情報紙の発信により実
施する。
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目　　標 　Ⅱ ワーク・ライフ・バランスの推進

課　　題 　２ 子育て支援・介護支援

施　　策 （１）保育サービス等の充実

取組と実績
担当課
評価

34 保育支援課

■実施施設数
（一時預かり）
・私立保育園：23か所
・認証保育所：４か所
・私立幼稚園：５か所
（定期利用保育）
・私立保育園：21か所
・私立幼稚園：１か所

３

35 保育支援課

■病児対応型実施施設数
・延利用人数…626人
・利用料助成件数…56件
・文書料助成件数…70件
■体調不良児対応型（認可保育園）
・５施設

３

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和５年度

一時預かり・定期利用保
育事業の拡充

病児・病後児保育事業の
実施

　共働き家庭の増加や働き方の多様化に伴う様々なニーズに対応するため、一時預かり・
定期利用保育事業や延長保育の拡充等、保育サービスの充実を図ります。
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【担当課評価基準】　

　　５…予定より大きな成果が出ている

　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉

　　３…おおむね予定した成果が出ている

　　２…予定した成果があまり出ていない

　　１…予定した成果が出ていない

令和５年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

　実施施設数については、　実際に利用
者がいた施設数は減っているが、事業を
行っている施設数は変わっていない。ま
た、一時預かり事業・定期利用保育事業
利用者は昨年度から微増している。

　これまでの認可保育所の増設や出生者
数の減少等に伴い、利用者数は減少して
いく見通しだが、保護者の多様なニーズ
に対応するために、今後も実施施設数は
維持を目指す。

■実施施設数
（一時預かり）
・私立保育園：23か所
・認証保育所：４か所
・私立幼稚園：５か所
（定期利用保育）
・私立保育園：21か所

　令和３年12月から都立小児総合医療セ
ンター病児・病後児保育室「くるみ」を
開設し、３施設で病児対応型を実施した
ほか、体調不良児対応型病児保育を５か
所（保育所）で実施した。
　新型コロナウイルス感染症が５類感染
症に移行したこと等により、利用者数は
大幅に増えた。病児・病後児保育事業の
ニーズに対応することができた。

　近年、新型コロナウイルス感染症拡大
の影響により、利用件数が伸びていな
かったが、５類感染症移行後について
は、さらなる稼働率向上が課題である。

■病児保育利用延人数　600人

令和６年度
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36
保育支援課

　保育コンシェルジュによるきめ細かな相談対応等により、保
護者のニーズに合った教育・保育サービスの提供を進めた。
■認可保育所入所定員
（令和５年４月１日現在運用定員）
　０歳　　 424人
　１歳　　 901人
　２歳　 1,036人 ４

37 保育支援課

■実施保育所数
・19時まで：34か所
・20時まで：20か所
・22時まで：２か所

３

38 児童青少年課

　学童クラブは、入会を希望し要件を満たした１～３年生と期
間中に申し込みのあった障害児全ての入会を受け入れた。

入会児童数　2,383人（151人）
※４月１日現在、（ ）内は障害児童数。

３

待機児童の解消等低年齢
児保育の充実

延長保育の拡充

学童クラブの充実
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　保育コンシェルジュによるきめ細かな
相談対応等により、令和６年４月１日現
在の待機児童数は０人となり、待機児童
は解消した。

　待機児童を増やさない、発生させない
ための取組を進めるとともに、今後想定
される教育・保育サービスの供給過多や
地域偏在への対応策として、定員調整等
を進めていく。

■令和７年４月１日現在の待機児童数
０人

　公立・私立の全保育所で１時間以上の
延長保育を実施したため。

　引き続き全保育所で延長保育を実施し
ていく。

■実施保育所数
・19時まで：34か所
・20時まで：20か所
・22時まで：２か所

　待機児童は発生したが、全て４年生以
上で、放課後子ども教室で並行して受け
入れることができた。　待機児童数27人
（４月１日現在）

　児童数の急増により狭あい化が進む学
童クラブが増加しており、適正な育成面
積の確保が喫緊の課題となっている。

　狭あい化が高まっている学童クラブに
おいて、学校施設を活用させてもらうこ
とにより、この解消に努める。
　また、直営学童クラブ、委託学童クラ
ブの安定的な運営と、放課後子ども教室
との連携体制を強化するとともに、教育
委員会、学校と連携の中で、更なる放課
後児童の安全・安心な居場所づくりに努
める。
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目　　標 　Ⅱ ワーク・ライフ・バランスの推進

課　　題 　２ 子育て支援・介護支援

施　　策 （２）ひとり親家庭への支援実

取組と実績
担当課
評価

39 住宅課

　一般世帯より抽せん玉を多くし、当選の可能性を高くする優
遇抽せんを実施した。

３

40 子育て応援課

【ひとり親家庭自立支援事業】
教育訓練給付金　        ４件
高等職業訓練促進給付金　15件
高等職業訓練修了一時金  ５件
高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
                      　０件
セミナー開催　       　 ３回
PC講座　　　　　　　　　２回（16人）

【ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業】
ひとり親家庭となった直後またはひとり親家庭の保護者等が、
仕事及び一時的な傷病等で育児等日常生活に支障がある場合、
ホームヘルパーを派遣した。
対象世帯数　      23世帯
派遣回数　　       394回
派遣時間       2,632時間
派遣時間（付加） 867時間

※参考
ひとり親家庭のうち、
児童扶養手当受給世帯数　1,815件

３

41 子育て応援課

【母子及び父子福祉資金】
　配偶者のいない、20歳未満の子どもを扶養している女性また
は男性に貸付を実施した。
母子：22件　父子：３件
【女性福祉資金】
　配偶者のいない女性で要件を満たす場合に貸付を実施した。
０件

３

ひとり親家庭に対する市
営住宅入居機会の拡大

　仕事と家事の負担や経済的な負担がより大きくなるひとり親家庭に対して、安心して自
立した生活を送ることができるよう、市営住宅の優遇抽選の実施や技能習得のための費用
援助等を行います。

ひとり親家庭の自立のた
めの援助サービスの実施

母子及び父子福祉資金、
女性福祉資金の貸付の実
施

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和５年度
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【担当課評価基準】　

　　５…予定より大きな成果が出ている

　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉

　　３…おおむね予定した成果が出ている

　　２…予定した成果があまり出ていない

　　１…予定した成果が出ていない

令和５年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

　優遇抽せんの実施により、一定の効果
が見込めている。

　一般世帯より抽せん玉を多くし、当選
の可能性を高くしているが、募集戸数が
少ない場合、一般世帯の入居確率が低く
なり、世帯構成に偏りがでる可能性があ
る。

　市営住宅の入居者は、多様な世帯で構
成されるのが望ましいと考えており、数
値目標の設定になじまない事業である
が、引き続きひとり親家庭に対する優遇
抽選を実施し、入居機会を増やしてい
く。

【ひとり親家庭自立支援事業】
　ひとり親家庭の自立を総合的に支援す
るため、ひとり親家庭自立支援セミナー
の開催を行った。また、キャリアコンサ
ルタントの増員により、母子自立支援プ
ログラムを活用した母子家庭等自立支援
教育訓練給付金や母子家庭等高等職業訓
練促進給付金の支給等、ひとり親自立支
援相談の充実を図った。

【ひとり親家庭ホームヘルプサービス事
業】
　保護者に仕事があるが、子どもが傷病
等で日常生活に支障がある場合等にホー
ムヘルパーを派遣した。今後も、ひとり
親家庭の世帯に対して状況に応じた派遣
を実施していく必要がある。

【ひとり親家庭自立支援事業】
　周知方法を工夫して、ひとり親家庭自
立支援セミナーの参加者増加を図る。ま
たひとり親家庭自立支援事業について
も、個別支援から母子自立支援プログラ
ムを積極的に作成・活用し、計画値が達
成できるようにする。

【ひとり親家庭ホームヘルプサービス事
業】
　昨年度に引き続き、国・都制度の動向
を注視しながら、サービスが必要とされ
る方へ提供できるように、周知を行って
いく。

【ひとり親家庭自立支援事業】
教育訓練給付金　        ４件
高等職業訓練促進給付金　15件
高等職業訓練修了一時金  ５件
高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
                        ３件
セミナー開催　          ３回
ＰＣ講座　　　　　　　　  ０回

【ひとり親家庭ホームヘルプサービス事
業】
派遣回数　 　       492回
派遣時間　      2,926時間
派遣時間（付加）1,244時間

　母子家庭の母等の経済的自立と児童の
福祉増進を図るため貸付を行った。

　母子家庭の母等の経済的自立と児童の
福祉増進を図るため貸付を行った。

【母子福祉資金】新規 54件
【父子福祉資金】新規 ６件
【女性福祉資金】新規 １件

令和６年度
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目　　標 　Ⅱ ワーク・ライフ・バランスの推進

課　　題 　２ 子育て支援・介護支援

施　　策 （３）地域での子育て支援

取組と実績
担当課
評価

42 子ども家庭支援課

○子ども家庭支援センター事業実績
・交流ひろば利用者数　　     84,516人
・リフレッシュ保育利用者数　　2,666人
○子ども家庭サービス事業実績
・ショートステイ利用者数　　    263人
・トワイライトステイ利用者数　2,351人
○子育て支援ボランティア養成講座実績
・開催回数　１回
・参加者数　22人

４

43 子ども家庭支援課

・会員数　　1,918人
（内訳）依頼会員　1,456人
　　　　提供会員　　440人
　　　　両方会員　　 22人
・活動件数　　    2,271件 ３

44 児童青少年課

　放課後や学校の長期休業期間中に学校施設を活用して、児童
に安全で安心な居場所を提供する放課後子ども教室を実施し
た。
○実施校数…22校
○実施日数…延5,061日
○登録児童数…3,775人
○参加者数…延134,540人

３

45 文化生涯学習課

　各家庭における教育機能の充実を図るため、親自らが企画・
運営する学習会や、主に小学生以下の保護者を対象とした講座
を実施した。

ＰＴＡ家庭教育学級
１事業19回　延718人

全市的家庭教育学級
３事業３回  延409人

３

　全ての子育て家庭に切れ目のない支援を行うため、子育て世代包括支援センター事業を
実施します。また、在宅で子育てをする家庭を支援し、地域において安心して子育てがで
きる仕組みづくりを進めるとともに、地域全体で子育て支援に取り組みます。

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和５年度

子ども家庭支援事業の拡
充

ファミリーサポートセン
ター事業の実施

放課後子ども教室の実施

家庭教育学級の実施
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【担当課評価基準】　

　　５…予定より大きな成果が出ている

　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉

　　３…おおむね予定した成果が出ている

　　２…予定した成果があまり出ていない

　　１…予定した成果が出ていない

令和５年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

○子ども家庭支援センター事業
　新型コロナが５類感染症に移行したた
め、利用制限の撤廃を行ったことから利
用者数が見込み以上に増加した。
○子ども家庭サービス事業
　ショートステイについて、受入体制の
拡充を行ったことで受入可能な子どもの
数が多くなり、昨年度より利用者数が増
加した。

○子ども家庭支援センター事業
・安心して子育てができる環境を整備す
るため、子育てひろば、一時預かり、子
育てに係る交流会や子育て支援ボラン
ティア養成講座等を実施する。
○子ども家庭サービス事業
・必要な家庭に支援が行き届くよう、継
続して実施する。

○子ども家庭支援センター事業目標
・交流ひろば利用者数　   　87,000人
・リフレッシュ保育利用者数　2,700人
○子ども家庭サービス事業目標
・ショートステイ利用者数　　  270人
・トワイライトステイ利用者数2,400人
○子育て支援ボランティア養成講座目標
・開催回数　　１回

　在宅勤務等の働き方の変化や学童クラ
ブの延長育成で需要が減少したことに加
え、少子化により利用対象者の総数が減
少したこともあり、依頼会員数及び活動
件数が目標を下回った。

　事業の認知度を高めて必要な家庭に支
援が行き届くよう周知広報に取り組む。

　目標
・会員数　  　1,920人
・活動件数　　2,200件

　市立小学校22校全校で学童クラブと連
携して事業を実施し、放課後児童の安
全・安心な居場所づくりに努めた。

　引き続き、学童クラブと放課後子ども
教室の両事業の安定的な運営に向け、情
報共有を図るとともに、連携体制の強化
を図る。

　22校全ての小学校において、学童クラ
ブと連携して事業を実施し、放課後児童
の安全・安心な居場所づくりに努める。

　ＰＴＡ家庭教育学級は、府中市立小中
学校ＰＴＡ連合会へ委託して実施した。
昨年度に引き続き新型コロナウイルス感
染症拡大の状況等を踏まえ、実施は各学
校の判断としたため、実施をしない学校
もあったが、オンライン形式で行うなど
気軽に参加できるような工夫も見られ
た。
　全市的家庭教育学級の実施に当たって
も、オンラインと対面のハイブリッド形
式での実施や、託児を行うなど、多くの
方が参加しやすい講座となるよう工夫し
た。各回とも専門分野の講師に依頼し、
内容は充実したものとなったが、ハイブ
リッド形式の講座については音質が悪
く、音声が途切れ途切れとなったりと視
聴環境に課題が残った。

　引き続き、府中市立小中学校ＰＴＡ連
合会に委託して実施する。実施に当たっ
ては、説明会で保護者に家庭教育の意義
をよく理解してもらい、魅力ある講座が
開けるよう、講師やテーマの紹介などを
充実させる。
　全市的家庭教育学級は、子育て中の親
が学んで役に立つ魅力あるテーマの設定
をするとともに、開催の時間帯や内容を
工夫するなどして参加者数の増加を目指
す。

　ＰＴＡ家庭教育学級については、市内
小・中学校全校での実施を計画する。全
市的家庭教育学級については、より多く
の保護者が参加しやすい方法・日時を工
夫する。また、男女が共に子育てを行っ
ていく上で役立つテーマを積極的に取り
上げる。

ＰＴＡ家庭教育学級
33回　延1500人

全市的家庭教育学級
 2回　60人

令和６年度
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取組と実績
担当課
評価

46① 多様性社会推進課

　女性のための健康講座を実施し、意識啓発を行った。
　
　主催講座
　R５  ３回　 117人
　R４　３回　 114人
　R３  ３回    41人
　R２  ２回    42人

　共催講座
  R５  ０回
　R４　０回
　R３  ３回　  55人
  R２  中止

　市民企画講座
　R５　２回　　36人
　R４　１回　　22人
  R３　２回　  ９人
  R２  ２回　  25人
　
　協働講座
　R５　12回　 92人
　R４  16回  130人
  R３  11回　109人
　R２  ６回　 62人

３

46② 子ども家庭支援課

〇取組及び実績
３～４か月児健康診査　     1,523人
１歳６か月児健康診査       1,646人
３歳児健康診査　           1,765人
妊婦健康診査（14回）      16,996人
産婦健康診査　    　       1,482人
パパママ学級（母親コース）　 158人
パパママ学級（両親コース）　 724人
妊産婦訪問指導　 　 　        96人
新生児訪問指導     　      1,699人
子育て相談室       　     11,737人
地域子育てクラス              31組
離乳食教室                   760人
母子保健相談                 496人
妊婦歯科健康診査             676人
幼児歯科健診               2,304人
母子栄養強化食品支給         587人
産後ケア　デイケア　　　　　 424日
　　　　　ショートステイ　　 694日

３

母子の健康支援

母子の健康支援

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和５年度
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令和５年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

　令和５年度は、主催・協働・市民企画
講座で女性のための健康講座を実施（共
催講座は令和３年度限定）
協働講座の開催回数の減少はあるが、概
ね計画どおり実施できている。

　引き続き、関係団体と協働して講座の
実施に取り組んでいく。

　母子が参加しやすい時間帯に、健康講
座の開催が可能かを検討し、参加者の増
加につなげる。

　健康診査については父母のニーズの把
握と健診精度の向上を図った。
　パパママ学級や離乳食教室は新型コロ
ナが５類感染症に移行したことから、対
面開催の受け入れ枠を拡大し実施した。
　産後ケアは、ショートを受け入れる医
療機関を拡大し、受け入れ枠を増加させ
て実施継続した。

　健康診査の運営については、事業のデ
ジタル化を図るなど円滑に実施できるよ
うに検討・工夫を行っていく。また、出
生数の減少に伴い、受診者数は減少して
いるが、受診率を高水準で維持し、支援
の継続を図る。

　健康診査の利便性向上を図るためた
め、申請手続き等のデジタル化を進め
る。また、母子保健事業の利用を促進す
るため、面談や訪問などの際に保護者へ
の働きかけを継続していく。

令和６年度
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目　　標 　Ⅱ ワーク・ライフ・バランスの推進

課　　題 　２ 子育て支援・介護支援

施　　策 （４）高齢者・障害者・介護者支援等の充実

取組と実績
担当課
評価

47 高齢者支援課

　高齢者住宅管理戸数　129戸

３

48① 高齢者支援課

　在宅で生活している要支援認定を受けた高齢者等へ、介護予
防・日常生活支援総合事業の介護予防・生活支援サービスを提
供した。
・訪問型サービス　延べ6,983人
・通所型サービス　延べ10,476人

３

48② 介護保険課

　在宅介護サービスを低所得者の方でも利用しやすくなるよ
う、サービスの自己負担の1/4を軽減する介護サービス利用料軽
減事業を実施した。
　年度末対象者　3,282人

３

49① 多様性社会推進課

　在宅介護の基礎に関する講座を開催した。
　R５　開催せず
  R４　 １回 14人（男性５人）
　R３　 中止
　R２   １回 11人
　R１   １回 ０人

２

49② 高齢者支援課

　「介護保険ガイド＆おとしよりのふくし」の発行等により情
報の提供に努めた。
・発行部数　14,000部（介護保険課分と合算）

３

49③ 介護保険課

　介護保険ガイドの発行や、窓口相談や出張説明会等により情
報提供に努めた。

介護保険ガイド作成数　7,000部
出張説明会　　　１回（16人参加）
事業者相談数　　　　　1,354件
利用者相談数　 　　　　 223件

３

49④ 障害者福祉課

【精神保健福祉啓発事業】
〇メンタルヘルス講座の開催
「引きこもりについて考える」
　令和６年２月２２日開催　参加34人
〇ガイドブック「メンタルヘルスナビ」のフライヤーを文化セ
ンター等にて配布 ３

　男女が共に介護における役割を担っていくために、ホームヘルプサービス等の介護負担
を軽減し介護を支える仕組みを周知し、仕事と介護の両立等に有効な活用を促すととも
に、高齢者や障害のある人の自立や生きがい活動の支援等を行います。

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和５年度

介護に関する知識や情報
の提供

介護に関する知識や情報
の提供

高齢者住宅の確保

介護保険事業など福祉
サービスの充実

介護保険事業など福祉
サービスの充実

介護に関する知識や情報
の提供

介護に関する知識や情報
の提供

47



【担当課評価基準】　

　　５…予定より大きな成果が出ている
　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉
　　３…おおむね予定した成果が出ている
　　２…予定した成果があまり出ていない
　　１…予定した成果が出ていない

令和５年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

　高齢者住宅の安定的な提供に努め、当
初計画どおりに管理した。
　計画値　129戸

　自身での住まいの確保が困難な高齢者
に対して生活の場を提供できるよう、当
該事業を継続して実施する必要がある。

　住宅に困窮し、または、居宅での生活
が困難な高齢者に対して生活の場を提供
するため、継続して事業を実施する。
　計画値　129戸

　必要な要支援認定者等へサービスを提
供することができたと捉えているため。

　今後も高齢者の増加が見込まれている
中、自立した生活を送ることができる高
齢者の割合を更に増やしていく必要があ
る。

　継続して事業を実施し、必要な要支援
認定者等へサービスを提供する。

　新規申請受付や年度更新判定事務によ
り、要件に該当する方に対し認定証を発
行した。また、各種媒体や関係者に対
し、制度周知を引き続き行うことで、支
援が必要な方への制度利用を促した。

　引き続き、市民やケアマネジャー等
に、広報やおとしよりのふくし、ケアマ
ネジャー連絡会等を通じて制度周知を進
め、低所得者の支援につなげていく。

　事業の性質上、数値目標を設定するこ
とは馴染まないが、引き続き、市民やケ
アマネジャー等に、広報やおとしよりの
ふくし、ケアマネジャー連絡会等を通じ
て制度周知を進め、低所得者の支援につ
なげていく。

　開催が可能な団体が少なく、計画どお
り実施できなかったため。

　実施団体等の選定・講座企画・内容・
周知方法等を検討する必要がある。

　意識啓発事業年間　１回以上
　参加者　20人以上

　冊子の配布等により、多くの高齢者や
介護者へ情報提供をすることが概ねでき
たと捉えているため。

　効果的に情報を提供するため、高齢者
本人に向けた発信なのか、家族等に向け
た発信なのかを適切に判断し、情報発信
の手段を選択していく必要がある。

　「介護保険ガイド＆おとしよりのふく
し」の発行等により情報の普及啓発を行
う。
・発行部数　14,000部（介護保険課分と
合算）

　各種福祉サービスの情報提供などに
よって、男女で役割を分けない支え合い
のあり方について周知を図ることができ
た。
　事業者や利用者からの相談について
は、それぞれ適切な助言や指導により解
決を図った。

　出張説明会は、各団体からの要請に応
じて実施するため、当該説明会の存在を
周知するとともに、より分かりやすい内
容とするように努める。

　文化生涯学習課のふちゅうカレッジ出
前講座メニューにおいて「介護保険制
度・介護保険サービスについて」を新規
登録し、市民へ出張説明会の存在を周知
するとともに、介護に関する情報提供を
行う。

　参加者数は少なかったが、参加者から
活発は発言が聞かれるなど、よい内容の
研修ができた。

　引き続き、テーマや研修のスタイルを
工夫し、効果的な市民への啓発につなが
るよう工夫していく。

　数値での評価は難しい。市民に広く精
神保健福祉について啓発できるよう、取
り組んでいく。

令和６年度
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取組と実績
担当課
評価

３

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和５年度

50
障害者（児）サービスの
充実

障害者福祉課

【自立支援介護給付事業】
　居宅、施設で生活する障害者（児）が受ける介護サービスに
ついて必要な給付を行った。
・訪問系サービス
①居宅介護　    実人数457人　延利用時間 84,079.3時間
②重度訪問介護　実人数 67人　延利用時間356,587.5時間
③行動援護　    実人数 16人　延利用時間  2,957  時間
④同行援護　    実人数 73人　延利用時間 12,025.5時間
・日中活動系サービス等
①生活介護　    実人数599人　延利用日数138,371日
②療養介護　    実人数 33人　延利用日数 11,243日
③短期入所　    実人数266人　延利用日数  9,384日
・居住系サービス
①施設入所支援　実人数158人　延利用日数 54,673日

【自立支援訓練等給付事業】
　障害者が社会生活を営む上で必要な訓練、また知識や技術を
提供するサービスについて必要な給付を行った。
・日中活動系サービス等
①自立訓練(生活訓練)　　実人数  87人 延利用日数  9,900日
②自立訓練(機能訓練)　　実人数  ２人 延利用日数     81日
③宿泊型自立訓練　   　 実人数  １人 延利用日数　  192日
④就労移行支援　     　 実人数 210人 延利用日数 21,487日
⑤就労移行支援(養成施設)実人数  １人 延利用日数    170日
⑥就労継続支援(A型)　　 実人数  32人 延利用日数  5,822日
⑦就労継続支援(B型)     実人数 609人 延利用日数 98,065日
⑧就労定着支援          実人数  99人 延利用日数    752日
⑨自立生活援助　        実人数  １人 延利用日数     ９日
・居宅系サービス
①共同生活援助　        実人数 370人 延利用日数101,833日

【障害児通所給付事業】
　通所施設を利用する障害児に対し、必要な給付を行った。
①児童発達支援          実人数 415人　延利用日数 25,054日
②医療型児童発達支援　  実人数  24人　延利用日数  1,186日
③放課後等デイサービス  実人数 774人　延利用日数 79,142日
④居宅型児童発達支援　  実人数  １人　延利用日数     65日
⑤保育所等訪問支援　    実人数  59人　延利用日数    855日

49



令和５年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

　自立支援介護給付費や訓練等給付費、
障害児通所給付費等の障害福祉サービス
利用者は増加傾向となっている。

　今後も利用者の増が見込まれるため、
更なる安定的なサービス提供体制を確保
していくことが必要である。

　必要なサービスを受給できるよう引き
続きサービス提供体制の確保に努める。
事業の趣旨から数値目標を定めるのは妥
当ではない。

令和６年度
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目　　標 　Ⅲ 人権が尊重される社会の形成

課　　題 　１ 配偶者等からの暴力の防止

施　　策 （１）暴力の根絶に向けた取組の推進

取組と実績
担当課
評価

51 多様性社会推進課

・１１月の女性に対する暴力をなくす運動に合わせて、関連講
座、パネル展示、パープルバルーン・パープルライトの展示を
実施した。
　R５　１回 ６人(男性１人)
  R４  １回 11人(男性２人)
　R３  ２回 27人(男性２人)
　
・市内学校と連携して行うデートＤＶ意識啓発講座
　R５  421人（中学校：会場、大学：オンライン)
  R４  300人（中学校：会場、大学：オンライン)
  R３  112人（大学：会場＋オンライン同時開催)

・保護者（一般向け）デートＤＶ意識啓発講座
　R５　１回 ８人(男性１人)
　R４  １回 ７人(男性０人)
　R３  １回 22人(男性２人)

３

52 多様性社会推進課

　職員を対象に、ＤＶ被害者支援対応マニュアル研修を１回実
施し、庁内の連携を図った。
　R５  798人
  R４   55人
　R３　 50人
  R２   53人

３

　配偶者等からの暴力は犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であることや「配偶者か
らの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の内容などについて、パープルリボン
キャンペーンや講座を通じて意識啓発を図り、DVやデートDVに関する理解と根絶に努めま
す。
さらに、DV被害者支援対応マニュアルに基づく研修を実施し、市職員の共通認識を徹底し
ます。また、SNS等での発信が人権侵害につながる可能性があることから、メディアリテ
ラシーの普及・啓発に努めます。

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和５年度

暴力を防ぐための意識啓
発

庁内連携の強化
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【担当課評価基準】　

　　５…予定より大きな成果が出ている

　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉

　　３…おおむね予定した成果が出ている

　　２…予定した成果があまり出ていない

　　１…予定した成果が出ていない

　

令和５年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

　計画通り実施できたため。 　継続的に、若年層へ向けたデートＤＶ
等の意識啓発が必要である。

・女性に対する暴力をなくす運動関連の
啓発講座の実施
・意識啓発ポスターや、パープルリボン
関連事業を実施
・市内学校、保護者を対象としたデート
ＤＶ意識啓発講座の実施

　計画通りＤＶ被害者支援対応マニュア
ル研修を通し、職員に共通認識の徹底を
図ったため。
　令和５年より会場開催ではなく動画研
修に切り替え、全職員が視聴できるよう
にした。

　引き続き、全職員にＤＶマニュアルの
内容を周知する必要がある。

　オンライン等を活用したＤＶ被害者支
援対応マニュアル研修を年１回実施す
る。

令和６年度
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目　　標 　Ⅲ 人権が尊重される社会の形成

課　　題 　１ 配偶者等からの暴力の防止

施　　策 （２）被害者に対する支援の充実

取組と実績
担当課
評価

53
多様性社会推進課

　令和２年５月から女性問題相談窓口を拡充(水・金曜午後６時
～午後９時、土曜午前９時～午後５時/電話のみ)し、相談体制
の強化を図った。また、市ホームページや広報などで周知活動
を行った。

３

54 多様性社会推進課

　各関係機関との連携を図り、ＤＶ被害者保護のための情報交
換及びＤＶ被害者の相談を行った。
　庁内関係部署との連携会議を開催し、各部署と情報を共有す
ることで、庁内における二次被害の防止に努めた。
　市町村担当課長会議・担当者会議・女性のための相談に関す
る懇談会に出席した。 ３

55 多様性社会推進課

　民間シェルターからの要請がなかったため、実績なし。

３

　被害者が配偶者等からの暴力から逃れ、本人の意思に沿った自立に至るまでには、相談
から自立支援等まで、様々な機関からの支援を必要とするため、被害者に対して心身のケ
アを行い、関係機関と連携しながら、DVに関する相談や支援体制の強化を図ります。
  また、被害者の中には、被害に遭っている認識がない場合もあり、被害者自身の気付き
を促すための情報提供や女性問題相談カードの配布等による相談窓口の周知を徹底しま
す。

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和５年度

相談体制の充実

関係機関との連携の強化

民間シェルターへの財政
的支援

53



【担当課評価基準】　

　　５…予定より大きな成果が出ている

　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉

　　３…おおむね予定した成果が出ている

　　２…予定した成果があまり出ていない

　　１…予定した成果が出ていない

令和５年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

・平日夜間及び土曜日の電話相談件数が
全体の25%を占め、拡充枠が利用されて
いるため。
・関係課との合同研修を行うなど、相談
員のスキルアップを図ることができた。
また、合同研修等を通じて、関係部署等
との日頃からの連携を図ることができ
た。

　相談しやすい相談窓口の運営につい
て、引き続き検討する必要がある。

　引き続き、ＤＶ被害者支援対応マニュ
アルを活用し、相談体制の強化や関係機
関・関係部課との連携を図る。
　相談しやすい相談窓口の体制の構築に
向け検討する。

　計画通り、定期的に関係機関との情報
交換の会議を開催し、連携の強化を図
る。

　各機関、迅速に対応ができるよう、こ
れまで以上に関係を強化すること。

・ＤＶ対策連携会議を年１回実施する。
・市町村担当課長会議・担当者会議に出
席し、他自治体の施策等の情報収集を行
う。

　民間シェルターからの要請がなく、実
施していないため。

　他自治体の状況を踏まえ支援方法につ
いて検討する必要がある。

　引き続き、他自治体の状況を踏まえ支
援方法について検討するとともに、民間
団体が新たに立ち上がった場合は補助交
付について検討を行う。

令和６年度
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目　　標 　Ⅲ 人権が尊重される社会の形成

課　　題 　１ 配偶者等からの暴力の防止

施　　策 （３）自立支援体制の確立

取組と実績
担当課
評価

56 住宅課

　公営住宅の入居時期や資格等をまとめたチラシを住宅課窓口
と市政情報センターで配布し、情報提供した。また、広報ふ
ちゅうや市のホームページで募集時期を周知した。

３

57 総合窓口課

　見込被害者1,040人の個人情報は、引き続き特定の職員のみ扱
うこととし、被害者の住民票の写しや戸籍の附票等の交付につ
いては、細心の注意を払って交付する。また、他課と情報共有
が必要な事案については、適宜連絡を取り合う等、適切な情報
連携に努める。
※1,040人＝令和５年４月１日現在の人数に見込みを加えた人数

３

DV被害者が自立した生活を送れるよう生活基盤を整えるため、公営住宅等の入居について
の情報提供等を行います。
また、被害者が安全な生活を送るため、住所等が加害者に知られることのないよう、被害
者の個人情報の管理の徹底を図ります。

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和５年度

公営住宅への入居の情報
提供

被害者の個人情報の管理
の徹底
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【担当課評価基準】　

　　５…予定より大きな成果が出ている
　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉
　　３…おおむね予定した成果が出ている
　　２…予定した成果があまり出ていない
　　１…予定した成果が出ていない

令和５年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

　公営住宅募集に関する市民からの問合
せ等は、特に募集時期が近づいてくる
と、ＤＶ被害者も含め多くの問合せ・相
談があることから、これまでの情報提供
の効果が反映しているものと考えてい
る。

　今後も、公営住宅の入居時期や資格等
をまとめたチラシを住宅課窓口等で配布
し、情報提供していくが、対象の方がＤ
Ｖ被害者ということから積極的な情報提
供方法に限りがある。

　ＤＶ被害者に対しどれくらい情報提供
できたかをはかることが困難であり、数
値目標の設定になじまない事業である
が、引き続き情報提供を進め、幅広く周
知できるよう努めていく。

　他課との情報共有がスムーズに行わ
れ、適切な保護を維持している。

　毎年、被害者の数が微増しており、保
護対象者の減少には、なかなかたどり着
かない。今後も増えて行く可能性を感じ
ている。

　引き続き被害者の住民票の写しや戸籍
の附票等の交付については、細心の注意
を払って交付する。また、他課と情報共
有が必要な事案については、適宜連絡を
取り合う等、適切な情報連携に努める。

令和６年度
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目　　標 　Ⅲ 人権が尊重される社会の形成

課　　題 　２ 人権の尊重

施　　策 （１）家庭内暴力等の根絶に向けた取組の推進

取組と実績
担当課
評価

58 子ども家庭支援課

・虐待予防関係機関研修会　　 ２回
・子育て支援講演会　　　　　 １回
・内部研修会　　　　　　　　 ２回
・児童虐待防止普及啓発活動　 ７回
・事例検討会　　　　　　　　 12回

３

59① 広聴相談課

　人権身の上相談
　基本的人権が侵害される諸問題や悩み事に対し、人権擁護委
員が助言・指導を行った。
　人権　 女性 ２人 男性 １人
　身の上 女性 ８人 男性 12人
　小計　 女性 10人 男性 13人
　　　　 合計　　　     23人

３

59② 多様性社会推進課

　女性を取り巻く社会状況を見据えた上で、自分らしい生き方
を見つけるための支援をした。また、ＤＶやセクシュアルハラ
スメントに対する相談にも対応した。また、令和２年度からは
相談時間を拡充し、水・金曜日の午後６時～９時、土曜日の午
前９時～午後５時について電話相談を実施。

　相談体制　月～土曜　午前９時～午後５時
　　　　　　水・金曜　午後６時～午後９時
　相談員５人（原則２人体制）

　令和５年度女性問題相談総件数　1,283件
　自分自身 361件(28.1％)
　夫婦関係 279件(21.7％)
　家族関係 236件(18.4％)
　その他　 407件(31.7％)

　過去の相談総件数
　R５　1,283件
  R４　1,492件
　R３  1,294件

３

59③ 高齢者支援課

　市と地域包括支援センターにおいて、高齢者に関する相談を
受け付けた。
・市の相談受付件数　延べ3,902件
・地域包括支援センターの相談受付件数　延べ41,502件

３

　子ども、高齢者、障害のある人等への暴力の予防と根絶のための情報提供、意識啓発の
充実を図るとともに、相談しやすい体制づくりを進めます。特に、児童虐待については、
虐待を防ぐための意識啓発や、相談しやすい体制づくりに努め、子育て家庭の孤立化を防
ぐとともに、育児不安や精神的不安の解消を図り、虐待の早期発見、早期対応や保護・自
立に至るまでの総合的な支援体制の整備を推進します。

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和５年度

児童虐待を防ぐための意
識啓発

各種相談体制の充実

各種相談体制の充実

各種相談体制の充実
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【担当課評価基準】　

　　５…予定より大きな成果が出ている
　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉
　　３…おおむね予定した成果が出ている
　　２…予定した成果があまり出ていない
　　１…予定した成果が出ていない

令和５年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

　市民等を対象に子育て支援講演会を開
催し、児童虐待防止の普及啓発及び育児
不安の軽減を図った。また、研修会や事
例検討会を開催し、職員の専門性向上を
図った。
　児童虐待防止普及啓発活動について
は、子育て世代包括支援センターみらい
のスペースを活用し、実施回数を増やす
ことができた。

　職員の専門性向上を図るとともに、児
童虐待防止ネットワークを構築し、児童
虐待の未然防止及び早期発見・早期対応
による重篤化防止を図る。
　講演会・研修会の実施方法について
は、参加しやすさや効率性を考慮し、引
き続きオンライン化も併せて検討してい
く。

　目標
・虐待予防関係機関研修会　　２回
・子育て支援講演会　　　　　１回
・内部研修会　　　　　　　　２回
・児童虐待防止普及啓発活動　７回

　家族間の悩み事や近隣関係のトラブル
などの身の上の相談が多いが、適切な助
言等を行うことができ、一定の成果は得
られているものと考える。

　市民が利用しやすい体制を構築するこ
と。

　多様な相談に助言を行える相談体制の
構築と市民への効果的な周知に努めてい
く。また、オンライン予約を開始して、
利用しやすい体制を構築する。

　計画通り、継続した相談体制の確保と
共に、リーフレットを作成し、周知活動
にも努めたため。
　また、生理用ナプキンの無償配布時に
女性問題相談のカードを同封するなど、
相談窓口を周知した。

　引き続き、相談しやすい相談窓口の運
営について、検討する必要がある。

　引き続き、現在の相談体制を維持し、
有効に活用されるよう相談窓口の周知活
動を行う。

　年間を通じて多くの相談を受けてお
り、必要な方からの相談には概ね対応す
ることがができたと捉えているため。

　支援が必要な方を把握し、支援に繋げ
るよう、相談窓口の更なる周知を図る必
要がある。
　また、受け付けた相談に対して適切な
助言等を行い、相談者の権利を擁護して
いくためには、関係機関との連携が不可
欠である。

　市と地域包括支援センターにおいて高
齢者等の相談を受け付けていくなかで、
相談者が安心して生活できるように支援
していく。

令和６年度
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取組と実績
担当課
評価

59④ 障害者福祉課

＜方法＞
・訪問　　　　　1,216件
・来所　　　　　2,062件
・同行　　　　　  213件
・電話　　　　  9,407件
・電子メール　　　171件
・個別支援会議　　754件
・関係機関　　　5,187件
・その他　　　　　654件
＜内容＞（重複あり）
・福祉サービスの利用　　13,622件
・社会資源の活用　　　 　1,293件
・医療・病気・不安解消　 6,344件
・生活技術・就労　　　 　1,342件
・その他　　　　　　 　  8,796件

３

59⑤ 健康推進課

【保健相談室（来所・電話・訪問）】
成人の健康（こころとからだ）に関することについて保健師に
よる相談を実施した。
全保健相談のうち虐待に係る相談：７件（令和４年度４件） ３

59⑥ 子育て応援課

　母子家庭や寡婦・女性が抱えている問題について、専門相談
員による相談を実施した。

相談件数  2,232件
相談内容　生活一般、児童、経済的支援、生活支援等
対応策　相談内容により課題解決に必要な支援策の情報提供等
を行った。

３

59⑦ 子ども家庭支援課

○子どもと家庭の総合相談実績
新規相談受理件数　1,668件
（内訳）養育困難　　931件
　　　　児童虐待　　503件
　　　　保健　　　　 ８件
　　　　障害等　　　 13件
　　　　非行　　  　 １件
　　　　育成　　  　164件
　　　　不登校　　　 15件
　　　　その他　　　 33件

３

59⑧ 保育支援課

○地域子育て支援センター「はぐ」きたやま・さんぼんぎ・ひ
がし・すみよし
　延利用者数：15,505人
（うち子8,247人）
〇利用者支援事業（地域子育て支援センター「はぐ」）
　延相談件数：238件
○育児相談（保育所）
○子育てひろば「ポップコーン」事業等
　７か所
　延参加人数：3,851人
（うち子1,990人）
○園庭開放
　週２回11か所
　延参加人数：3,516人
（うち子1,859人）

３

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和５年度

各種相談体制の充実

各種相談体制の充実

各種相談体制の充実

各種相談体制の充実

各種相談体制の充実
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令和５年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

　相談状況については年々複雑化、多様
化しているため効果としての一定の評価
は難しいが、相談件数はほぼ横ばいであ
り、一定の効果は達成できているものと
考える。

　相談内容は複雑なものが多く、関係機
関との連携が必要である。委託相談機関
との連絡会などを用いて、連携の強化や
相談技術の向上を図っていく必要があ
る。

　関係機関と連携を強化し、相談体制の
充実に努める。事業の趣旨から数値目標
を定めるのは妥当ではないため、各種研
修等への参加による相談員のスキルアッ
プを図っていく。

　虐待（高齢者・障害者・児童）に係る
相談件数は少数であるが、相談先につい
て周知していくとともに、専門相談・支
援先へつなげられるように支援を行って
いきます。

　社会変化や生活様式の変化により、相
談者の健康問題を含め、様々な生活課題
の相談が寄せられることが見込まれま
す。今後も相談窓口の周知を進めるとと
もに相談機関との連携をさらに深めてい
く。

　引き続き、相談を希望する市民が安心
して相談できる体制を整えます。

　相談内容が複雑・多様化している。適
切な助言・支援ができるよう今後も対応
していく。

　相談内容の複雑・多様化が見込まれる
ため、引き続き関係機関との連携を強化
し、ひとり親家庭の自立支援に向けて支
援していく。

　関係機関と必要時には適切な情報共有
を実施し、連携を強化していく。
　就労支援員の専門性を活かして、就
労・資格取得等ひとり親家庭の自立に向
け適切な支援を行っていく。

　新規相談受理件数は、令和４年度と比
較し、養育困難に関する相談は減少した
が、児童虐待は増加した。相談に対し、
関係機関と連携して支援を行い、育児不
安の解消や子育て支援サービスの利用の
円滑化を図った。

　子どもと家庭の総合相談による育児不
安の解消や子育て支援サービスの利用の
円滑化を通じて、児童虐待の防止を図
る。

　子ども家庭支援センター「たっち」お
よび子育て世代包括支援センター「みら
い」において、電話、メール、面接等に
より子どもと家庭の総合相談を行う。
　また、児童虐待等への対応を行う「み
らい」が中心となり、支援を必要とする
家庭に対し、養育が適切に行われるよう
相談員が訪問等を行い、相談等の支援を
行う。

　情報交換、交流の場を提供する中で、
地域子育て支援センター「はぐ」を中心
に、保育士等による相談がなされている
（生活、睡眠、栄養、健康、発達、遊
び、排泄、かかわり等）。市内全域で行
われており、身近な相談場所としても機
能している。
　昨年度から府中市公式ＬＩＮＥアカウ
ントから予約ができるようになり利便性
が向上している。

　ＬＩＮＥ機能を更に活用しサービスの
幅を広げる。
　妊娠期から支援、外国籍の親子など多
様なニーズに対応し、子育て家庭が気軽
に相談でき、困難や悩みにも応えられる
きめ細かい支援を進める。
　地域子育て支援センター「はぐ」と子
育てひろばのそれぞれが担う役割や事業
内容を整理する。
　他機関と連携し子育て家庭に寄り添う
地域に根差した支援を進める。

子育てひろば
「ポップコーン」  ７か所
「その他の事業」　17か所
　園庭開放　   　 11か所

※子育てひろば
①ポップコーン（全７カ所）  194回
②子育てひろば「すきっぷ」   60回
③保育所「園庭開放」開催日　229日
④美術館ひろば「はじめてアート」年６
回
⑤ポップコーン・パパ　24回（各月の第
３日曜日３か所・第４日曜日３か所）

　地域子育て支援センター「はぐ」４か
所におけるひろば事業及び利用者支援事
業の実施

令和６年度
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取組と実績
担当課
評価

59⑨ 児童青少年課

　青少年の抱える悩みに関する本人又はその親族等からの相談
に応じ、関係機関の紹介や助言を行う青少年総合相談事業を実
施した。また、小中学生やその保護者を対象に、子ども自身の
心や体、交友関係等に起因する不安や悩みなどについて、ス
マートフォン等の通信機器を通じて小児科医等と直接相談がで
きる思春期オンライン相談事業を実施した。
▽青少年総合相談事業
○相談件数…76件
▽思春期オンライン相談
○相談件数…30件

３

59⑩ 障害者福祉課

　電話相談、教育相談、市立小中学校への巡回相談による相談
業務を実施し、児童・生徒の適応等に関して支援した。
▼電話相談件数　481件
▼教育相談件数　534件
▼巡回相談件数　小学校182件、中学校47件

３

60 子ども家庭支援課

・要保護児童対策地域協議会代表者会議　    　１回
・要保護児童対策地域協議会実務者会議兼児童虐待相談事例進
行管理会議　　３回
・児童相談所との児童虐待相談進行管理会議　　４回
・支援プラン会議　　12回
・個別ケース検討会議　　151回 ３

担当課

令和５年度

各種相談体制の充実

各種相談体制の充実

児童虐待防止への対応

事業項
目番号

事業項目
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令和５年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

　市立小・中学校の全児童・生徒に案内
用パンフレットを配布することで、相談
件数の増につながり、青少年に係わる
様々な相談に応じ、関係機関の紹介や助
言等を行うことができた。

　相談事業の更なる周知及び内容の充実
を図る。

　更なる周知を図るために、教育委員
会、学校と連携した資料配布の実施や周
知方法の検討を進めていく。

　教育相談の受理に際しては保護者や子
どもに面談を行って状況を把握するとと
もに、検討会を行い、支援方針を定めて
対応を行っている。また、関係機関と連
携を図りながら相談者の課題解決に努め
ている。

　令和６年度から、子ども発達支援セン
ターはばたきが開設し、当該業務もはば
たきに移行したことから、福祉と教育の
連携による一体的で切れ目のない支援を
行っていく。

　はばたき内で総合相談、児童発達支援
部門、教育部門で連携を行うとともに、
引き続き関係機関と連携を強化し、相談
体制の充実に努める。

　要保護児童対策地域協議会を開催し、
関係機関との連携強化や要支援家庭への
きめ細やかなサービス提供を行った。ま
た、子育て世代包括支援センター事業を
実施し、妊娠期からの切れ目のない支援
を行った。

　関係機関との連携強化を通じて、児童
虐待防止ネットワークを構築し、児童虐
待の未然防止及び早期発見・早期対応に
よる重篤化防止を図る。

・要保護児童対策地域協議会代表者会議
１回
・要保護児童対策地域協議会実務者会議
兼児童虐待相談事例進行管理会議　　３
回
・児童相談所との児童虐待相談進行管理
会議　　４回
・支援プラン会議　　12回

令和６年度
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目　　標 　Ⅲ 人権が尊重される社会の形成

課　　題 　２ 人権の尊重

施　　策 （２）セクシュアルハラスメント等防止の推進

取組と実績
担当課
評価

61① 多様性社会推進課

　情報資料室に書籍・パンフレット・啓発ビデオ等の各種資料
を設置し、意識啓発に努めた。

２

61② 産業振興課

　国や東京都の作成する就労に関するセミナーのパンフレット
を公共施設や関係機関に配布した。

３

62① 職員課

　ハラスメント防止研修を実施した。
【令和５年度実績】
○管理職対象
・実施回数  １回
・参加者　  36人（男性28人 女性８人）
○一般職員対象
・実施回数  １回
・参加者　　44人（男性24人 女性20人）

４

62② 指導室

　令和４年度に開始した、全学校管理職に対するハラスメント
研修を引き続き実施した。また、例年の取組みとして、引き続
き、服務事故防止研修内で事例として取り上げたり、校長会で
注意喚起を行ったりした。

３

63① 職員課

　引き続き４人の担当者（男性２人、女性２人）による苦情処
理担当窓口を設置し、相談しやすい体制を整えた。

３

63② 指導室

　引き続き相談窓口を設置するとともに、相談窓口について全
教職員に向けて周知を行った。

３

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和５年度

職場・地域等におけるセ
クシュアルハラスメント
等防止の推進

　セクシュアルハラスメントは、職場のみならず、学校や地域社会等、様々な場面におい
て起こり得るものです。加害者の無自覚な言動がセクシュアルハラスメントとなることも
あり、セクシュアルハラスメント防止に向けた意識啓発とともに、様々なハラスメントの
防止に向けた取組も重要であるといえます。
セクシュアルハラスメント等は社会的に許されない行為であることを広く周知徹底するた
め、普及・啓発や相談体制の充実を図ります。
また、雇用の場におけるセクシュアルハラスメント等の防止に向けては、労働者・使用者
の双方に対して普及・啓発を行い、主体的な取組を促します。

職場・地域等におけるセ
クシュアルハラスメント
等防止の推進

職員・教職員に対する研
修の実施

職員・教職員に対する研
修の実施

職員・教職員のための相
談窓口の安定的な運用

職員・教職員のための相
談窓口の安定的な運用
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【担当課評価基準】　

　　５…予定より大きな成果が出ている
　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉
　　３…おおむね予定した成果が出ている
　　２…予定した成果があまり出ていない
　　１…予定した成果が出ていない

令和５年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

　計画通り、継続的に各種資料等で意識
啓発に努めたが、講座等の実施が行えな
かったため。

　様々なハラスメントを啓発する講座の
検討。

　引き続き、情報資料室に書籍・パンフ
レット等を配架するとともに、講座実施
の検討を行う。
　今後も情報提供等により、セクシュア
ルハラスメントのない環境整備に努め
る。

　パンフレットの配布によりセミナー等
の周知を行ったため。

　特になし。 　国や東京都の作成するパンフレットを
配布し、周知を行う。また、多様性社会
推進課と共催で、男女共同参画にかかる
講座を実施する。

　予定通り研修を実施でき、ハラスメン
ト防止のための意識や知識を身につける
ことができた。

　継続的な取組が必要なことから、今後
も引き続き、研修を実施する必要があ
る。

　引き続き、管理職対象及び一般職員対
象の研修を各１回実施する。

　令和４年度に始めた、全学校管理職に
対するハラスメント研修を継続して実施
したことにより、ハラスメント防止につ
いての理解をより一層深めるとともに、
改めて管理職一人ひとりに意識付けを行
うことができたため。

　繰り返しの意識付けが重要であるた
め、今後も継続して意識付けを行う。よ
り効果的な研修となるよう研修内容や実
施方法等の見直しを行っていく必要があ
る。

　引き続き機会を捉え、ハラスメント防
止に係る意識付けを行う。また、ハラス
メント防止研修を継続的に実施すること
で、より教職員の意識を高めたい。

　身近な相談窓口と、24時間受付可能
（Web)な外部相談窓口の併用により、相
談しやすい体制を構築出来ているため。

　今後もハラスメントに関する苦情処理
体制として相談窓口を設置し、ハラスメ
ントの防止を推進することで、職員が快
適に働くことができる職場環境の実現を
図る。

　引き続き、相談しやすい体制を常時整
えて、対応していく。

　継続的に相談窓口を設置するととも
に、相談先を明確にすることで、安定的
な運用を図ることができたため。

　引き続き相談窓口を設置し、教職員が
相談しやすい体制を整えておく。

　引き続き相談窓口を設置し、教職員が
相談しやすい体制を整えておく。

令和６年度
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目　　標 　Ⅲ 人権が尊重される社会の形成

課　　題 　２ 人権の尊重

施　　策 （３）性的マイノリティへの理解促進と支援

取組と実績
担当課
評価

64
重点
取組
事項

多様性社会推進課

　多摩地域11市で実施している若年層性的マイノリティ支援事
業において、以下の取組みを実施した。

・連携市11市で東京レインボープライドにブース出展し、チラ
シ・パネル等を作成して事業周知を行ったほか、性的マイノリ
ティに関する意識啓発を行った。
　ブース来場者：約1,600人

・教育啓発事業（研修・授業）の周知を行い、学童クラブ指導
員を対象とした研修を1回実施した。
　受講者数：80名

・居場所事業にじーず多摩を各市持ち回りで計12回（うち本市
１回）実施した。

３

65 多様性社会推進課

　外国籍の宣誓者が増えていることから、パートナーシップ宣
誓の手引き（英語版）を作成し、市ホームページに掲載した。

３

府中市男女共同参画推進協議会による第三者評価

【項目評価基準】
・　立てられた計画に基づき、着実に実行して 　　　Ａ…施策は非常に良好に進展している

　　　Ｂ…施策は良好に進展している　　

・　担当課の自己評価は適切に行えているか 　　　Ｃ…現状維持

・　課題を適切に把握しているか 　　　Ｄ…施策がやや後退している

　　　Ｅ…後退している

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和５年度

性的マイノリティに関す
る理解の促進

　近年、性の多様性については徐々に社会的な認識が進んでいるものの、依然として、性
的マイノリティに対する差別や偏見によって、当事者の方が様々な困難を抱える状況は少
なくないといわれています。性的マイノリティに対する偏見や差別の解消等を目指し、意
識啓発を行うとともに、平成31年４月１日に施行されたパートナーシップ宣誓制度の周知
に努めます。

パートナーシップ宣誓制
度の周知

　　いるか
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【担当課評価基準】　

　　５…予定より大きな成果が出ている
　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉
　　３…おおむね予定した成果が出ている
　　２…予定した成果があまり出ていない
　　１…予定した成果が出ていない

令和５年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

・東京レインボープライドに出展し、チ
ラシ配布やパネル展示等を通じて、広く
来場者に対して意識啓発を行ったため。
・前年度は本市で実施できなかった教育
啓発事業について、学童クラブ指導員を
対象として実施することができたため。

　11市連携事業及び本市が独自で行う意
識啓発の今後の方向性の検討。

　令和７年度以降、11市連携事業を現状
のまま継続するのが難しくなる（規模縮
小・廃止等）可能性があるため、新たな
意識啓発の方向性について検討する。

　より幅広い市民に向けて制度の周知を
行うことができたから。

　より効果的な周知方法の検討。 　より効果的な周知方法について検討
し、引き続き制度の周知に努める。

重点項目 評価

６４ B

令和６年度

判定理由及び改善策等の提言

 東京レインボープライドでの多摩地域11市としてのブース出展や、学童クラブ指導員を対象とした研修の実施
など、積極的な取組み姿勢を評価します。今後は、取組みの周知も行ってください。また、教育機関での研修
実施の実現を目指して、引き続きアプローチを進めていただきたいです。来年度以降は、実績を詳細に記載し
てください。
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目　　標 　Ⅲ 人権が尊重される社会の形成

課　　題 　２ 人権の尊重

施　　策 （４）平和・人権意識の啓発の推進

取組と実績
担当課
評価

66 多様性社会推進課

　オーストリア出身の女性ベアテ・シロタ・ゴードンが行って
きた両性の平等の実現に向けた活動（日本国憲法第24条の草案
作成など）や日本におけるジェンダー平等の現状と課題につい
て学ぶ講演会を実施した。
　参加者数：38人
　（R4参加者数：18人） ３

67 多様性社会推進課

　平和展（８月と３月）と平和のつどいを年間を通して実施
し、多世代に対して平和意識の啓発を行うことができた。
参加者数　平和展　８月展  115人
　　　　　　　　　３月展　125人
　　　　　平和のつどい　対面　 53人
　　　　　　　　　オンライン　255人 ３

　人権の尊重は、男女共同参画社会づくりの基盤となるものです。平和を願い、人権を大
切にする意識を高めるとともに、平和に関する学習や啓発事業を推進します。

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和５年度

憲法講演会の開催

平和展の開催
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【担当課評価基準】　
　　５…予定より大きな成果が出ている
　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉
　　３…おおむね予定した成果が出ている
　　２…予定した成果があまり出ていない
　　１…予定した成果が出ていない

令和５年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

　前年度の反省をふまえ、広く市民に興
味を持ってもらえるよう、初学者にも分
かりやすい講演内容とし、参加者数の増
加に繋げられたため。

　講演内容の検討。 　憲法と身近で分かりやすい内容を組み
合わせてテーマを設定し、参加者数の増
加に努める。

　平和のつどいに新たな事業手法を取り
入れ、通年で開催できたことにより、主
に若い世代に対して平和意識の啓発を行
うことができたため。

　戦禍や被爆の実相を共有・継承すると
ともに、平和につながる発信や行動がで
きる人材育成を目指す。

　平和のつどいで「府中からひろがる世
界トモダチの輪」（子どもたちが外国人
との対話を通して平和について考える）
を実施することで、主体的に平和につい
て考え、発信することのできる次世代を
担う人材を育成する。

令和６年度
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目　　標 　Ⅲ　人権が尊重される社会の形成

課　　題 　３ 生涯を通じた健康支援

施　　策 （１）性別・年代別に応じた健康保持・増進支援

取組と実績
担当課
評価

68① スポーツタウン推進課

　成人のための運動教室実施
教室数　　　   11コース
教室実施回数 　   261回
申込人数　 延     812人
参加人数　 延 　6,841人

５

　各種がんや骨粗しょう等早期発見、治療のための健康診査
等、予防に重点をおいた健康指導を行う。
【がん検診】
子宮頸がん検診　2,300人
子宮頸がん検診（特定年齢受診勧奨）2,757人
子宮頸がん検診受診率（対象人口率加味）15.3%
乳がん検診　2,545人
乳がん検診（特定年齢受診勧奨）3,464人
乳がん検診受診率（対象人口率加味）22.9%
大腸がん検診　4,510人
大腸がん検診（特定年齢受診勧奨）3,312人
大腸がん検診受診率（対象人口率加味）9.0%
肺がん検診　3,246人
肺がん検診受診率（対象人口率加味）3.8%
胃がん検診（バリウム）2,379人
胃がん検診（バリウム）受診率（対象人口率加味）3.0%
胃がん検診（内視鏡）1,110人
胃がん検診（内視鏡）受診率（対象人口率加味）4.7%

骨祖しょう症検診　533人
肝炎ウイルス検診　399人

【健康診査】
実施期間７月から９月まで（３か月間）
成人健康診査　 1,216人（34.5%）
若年層健康診査   792人
特定健康診査  17,153人
後期高齢者医療健診  18,751人
成人歯科健康診査　   5,369人（実施期間９～１１月）

【健康教育】
歯科健康教育（歯科）２回　226人参加（対面・ハイブリッド）
出前講座            １回（栄養士）
健康づくり教室  ２回　215人（保健・栄養）（ハイブリッド）

３

ライフステージに応じた
健康支援

68②
ライフステージに応じた
健康支援

健康推進課

　男女の健康の維持・増進のために、健康診査や保健指導を行うとともに、健康的な食生
活や運動習慣の確立を目指し、自発的に健康づくりに努めることができるよう、それぞれ
のライフステージに応じた健康支援を図ります。
また、女性が主体的に妊娠・出産について自己決定することができるよう、リプロダク
ティブ・ヘルス／ライツの普及・啓発活動を充実します。

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和５年度
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【担当課評価基準】　

　　５…予定より大きな成果が出ている
　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉
　　３…おおむね予定した成果が出ている
　　２…予定した成果があまり出ていない
　　１…予定した成果が出ていない

令和５年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

　ヨガ教室について利用者のニーズを踏
まえ、新たに女性専用コースを設けるな
ど、参加しやすい環境を整えることで、
R５目標を超える成果を上げることがで
きたため。

【参考：R５目標値】
教室数　　　  ８コース
教室実施回数 　  240回
申込人数　 延    550人
参加人数　 延　5,500人

　参加人数がここ数年増加しており、利
用者のニーズを適切に教室運営に反映す
ることで、引き続き参加しやすい環境を
整える必要がある。

　成人のための運動教室実施
教室数　　　   11コース
教室実施回数 　   270回
参加人数　 延　 6,900人

【がん検診】
　がん検診の受診者数は横ばいです。

【健康診査】
　コロナ禍以前と同様に実施。令和２年
度以降受診者数は減少傾向でしたが、令
和５年度は微増となっています。

【健康教育】
　歯科健康教育は対面で実施し、参加人
数は増加しました。また、オンライン講
座を増やしたり、出前講座を再開したり
することができました。市民の健康情報
の取得についてのニーズがコロナ禍以前
の状況に回復しつつあります。

【がん検診】
　コロナ禍以前と同様に、前期と後期で
実施し、市民が受診しやすい環境を整え
ていきます。

【健康診査】
　令和４年度と同等の水準となっていま
す。市民への周知方法や受診できる期間
などの工夫が必要です。

【健康教育】
　オンライン講座等工夫して実施し、昨
年度よりも参加人数や参加回数を増やす
ことができました。出前講座を含めて、
市民への周知を行い、対象者が楽しんで
参加でき、健康に対しての意識が高めら
れるように工夫が必要です。

【がん検診】
　WEB予約を導入し、申し込みや予約面
で利便性の高いシステム作りをしていき
ます。市民自身が自身のからだをチェッ
クする重要性に気付いて受診していただ
けるように、広報等を活用し、普及啓発
を継続していきます。

【健康診査】
　市民への周知を行うともに、医療機関
と連携し、受診しやすい環境を整えてい
きます。

【健康教育】
　対面でのニーズの高まりを受けて、対
面による健康講座を実施していきます。
さらに、オンラインによるメリットも
あったため対面とオンラインのハイブ
リッドで実施するなど工夫をして、より
多くの方が参加していけるように実施し
ていきます。

令和６年度
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目　　標 　Ⅲ　人権が尊重される社会の形成

課　　題 　４　相談体制の充実

施　　策 （１）相談窓口の充実

取組と実績
担当課
評価

69 健康推進課

　家庭における健康管理のため、個別の相談に応じ、必要な指
導・助言を実施した。

保健相談室　243回　2,449人
来所123人、電話相談2,252人、訪問74人

３

70① 多様性社会推進課

　実施なし

２

70② 子ども家庭支援課

○取組
　助産師による沐浴体験、母子保健サービス等の案内、赤ちゃ
んとの生活や出産後の母のサポート等父親の役割についての講
話により積極的に父の育児参加を促す内容を実施した。父親へ
の啓発を目的として例年同様に「パパと子手帳」も配布した。
　妊娠前からの健康づくり（プレコンセプションケア）につい
てと、妊娠前から妊娠期の方への食事や栄養に関する情報を
ホームページで提供した。
　助産師相談では、授乳の相談のほか、母体の回復状況や家族
計画などの相談も行なった。
　府中市助産師会に委託し、市内の中学校等で性教育講座を実
施した。

○実績
パパママ学級（母親コース）（年12回） 158人
パパママ学級（両親コース）（年12回） 724人
助産師相談（母子保健相談）           496人
中学校等での性教育講座 　　５か所　  649人

３

　個々人が抱える様々な問題を解決するため、相談者が利用しやすい体制づくりや相談窓
口の周知を図り、関係機関と連携して専門的な視点から問題解決の支援を行います。

※　該当事業（29.31.59.63.69）は再掲のため省略

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和５年度

健康に関する相談

リプロダクティブ・ヘル
ス／ライツの啓発

リプロダクティブ・ヘル
ス／ライツの啓発
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【担当課評価基準】　

　　５…予定より大きな成果が出ている

　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉

　　３…おおむね予定した成果が出ている

　　２…予定した成果があまり出ていない

　　１…予定した成果が出ていない

令和５年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

　保健相談室の利用は、コロナ禍よりも
増加しているが、コロナ禍以前と比較す
ると、来所の相談件数は減少している。
栄養相談では栄養士の所外での相談件数
増加がみられます。

　対面での相談ニーズが回復してきた
り、講座等が増えてきたりすることで相
談につながる機会を増やしていけるよう
に、引き続き、相談しやすい環境づくり
に努めていきます。また継続支援を通し
て、必要な専門機関と連携して支援して
いきます。

　引き続き、相談しやすい環境づくりに
努めていきます。継続支援を通して、必
要な専門機関と連携して支援していきま
す。

　講座等の実施が行えなかったため。 　オンライン講座も含めて実施を検討す
る必要がある。

　講座１回20人

　パパママ学級：実際に赤ちゃん人形を
用いた沐浴体験や産後の生活についての
講話等により、父母が出産への意識を高
めることができた。自己紹介等交流の機
会を設け、同時期に出産する妊婦がいる
ことを参加者同士が知ることで、仲間づ
くりが行えた。

　パパママ学級について、参加者同士の
交流を実施しているが、その後の仲間づ
くりや父親支援の進め方について検討が
必要である。

　計画
パパママ学級（母親コース）定員20名
（年12回）
パパママ学級（両親コース）定員36組
（年12回）

令和６年度
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目　　標 　Ⅳ 男女共同参画社会づくり

課　　題 　１ 男女共同参画意識の普及・啓発

施　　策 （１）広報・啓発活動の充実

取組と実績
担当課
評価

71 多様性社会推進課

　令和３年度に改訂した「男女共同参画表現ガイドライン」を
庁内へ共有した。

３

72① 秘書広報課

　男女共同参画週間やフチュールの催しなど、男女共同参画に
関する記事を、主管課からの依頼に基づき、広報ふちゅうに掲
載した。

３

72② 多様性社会推進課

　情報誌「フチュール」を３回発行。
　また、広報ふちゅうに「男女共同参画週間」「女性に対する
暴力をなくす運動」の特集記事を掲載した。 ３

73 多様性社会推進課

　オンライン講座を含め、各種講座を開催し意識啓発を行っ
た。
　講座(年間)
　R５　145回(38講座) 2,511人(男性476人)
  R４  186回(48講座) 2,798人(男性719人)
　R３  148回(46講座) 2,162人(男性356人)
　R２   78回(30講座) 1,290人(男性316人)

　府中市男女共同参画推進フォーラム
　R５ 　中止（令和６年度より開催月変更のため準備期間）
　R４　全10講座（オンライン同時開催含む）
　　　 参加者   726人
　R３　全６講座(オンライン開催)
　　　 参加者   118人
  R２  中止

３

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和５年度

映像・活字等における適
切な表現への配慮

広報紙・啓発冊子等での
啓発の充実

広報紙・啓発冊子等での
啓発の充実

男女共同参画についての
講座等による意識啓発

　個々人が抱える様々な問題を解決するため、相談者が利用しやすい体制づくりや相談窓
口の周知を図り、関係機関と連携して専門的な視点から問題解決の支援を行います。
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【担当課評価基準】　

　　５…予定より大きな成果が出ている
　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉
　　３…おおむね予定した成果が出ている
　　２…予定した成果があまり出ていない
　　１…予定した成果が出ていない

令和５年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

　庁内にて情報共有したため。 　継続的に男女平等の視点に立った適切
な表現の調査等を行う必要がある。

　職員に活用してもらえるよう周知を行
う。

　男女共同参画社会の実現に向けた市政
の取組み等について、広報紙等で取り上
げ、市民への情報発信を行っていること
から、一定の成果は得られている。

　男女共同参画社会の実現に向けて、市
民が取り組むべき、より具体的な行動等
について啓発が必要である。

　男女共同参画社会の実現に向けた具体
的な行動等について、広報活動を継続
し、広く市民へ啓発する。

　計画通り、登録団体連絡会と連携しな
がら、情報誌「フチュール」を作成・発
行し、広報ふちゅうへの記事掲載を行っ
たため。

　情報誌「フチュール」の配架先、閲覧
方法などの検討。

　情報誌「フチュール」を年３回発行す
る。
　広報ふちゅうに「男女共同参画週
間」、「女性に対する暴力をなくす運
動」の特集記事を掲載する。

　参加者数が令和２年度のコロナ禍と比
較し、増加してきている。

　男性の参加者が少ない傾向にある。 　引き続き、男女共に参加しやすい講座
等を検討する。

令和６年度
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目　　標 　Ⅳ 男女共同参画社会づくり

課　　題 　１ 男女共同参画意識の普及・啓発

施　　策 （２）情報の収集・提供

取組と実績
担当課
評価

74 多様性社会推進課

　男女共同参画推進協議会を開催し、検討した内容について市
長に答申した。
　主な検討内容等
　・第６次府中市男女共同参画計画の推進状況の評価
　・第７次府中市男女共同参画計画　骨子案等の検討
　・センターの事業計画及び運営についての検討
　
　開催回数　７回
　男女共同参画推進協議会委員
　12名（男性３名、女性９名）

３

75 多様性社会推進課

　重点取組事項として「働きやすい職場づくり」の推進と、
「職員を対象としたワーク・ライフ・バランスの推進に向けた
取組の実施について」の検討を行った。
　本部会議　４回
　幹事会　　３回
　専門部会　２回

３

　各種の施策の基礎資料とするために、女性問題についての国や都、他の自治体や団体等
の動向を把握するとともに、市民意識の実態等を調査し、各種の情報・資料の収集・提供
に努めます。

男女共同参画の推進に係
る庁内推進組織の運営

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和５年度

男女共同参画の推進に係
る検討機関の運営
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【担当課評価基準】　

　　５…予定より大きな成果が出ている
　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉
　　３…おおむね予定した成果が出ている
　　２…予定した成果があまり出ていない
　　１…予定した成果が出ていない

令和５年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

　計画通り男女共同参画推進協議会を開
催し、市の男女共同参画の推進に寄与し
ているため。

　引き続き、協議会からの提言等を踏ま
え、センターの運営などを行っていく必
要がある。

　次の内容について検討・評価を行う。
・第７次府中市男女共同参画計画の策定
・第６次府中市男女共同参画計画の推進
状況の評価
・センターの事業計画及び運営について
の検討

　計画通り重点取組事項として、「働き
やすい職場づくり」推進プロジェクトを
行い、また職員向けの情報誌の発行を通
してワーク・ライフ・バランスの推進に
向けた取組みを行ったため。

　職員対象の研修を行いつつ、庁外の対
外的なワーク・ライフ・バランスに関す
る取組みの実施をする必要がある。

　重点取組事項として、事業所及び社員
を対象とした男女共同参画の意識啓発へ
の取組みを実施する。

令和６年度
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別表

人数
割合
（％）

人数
割合
（％）

1
府中市総合計画重点プロジェクト（府中市まち・ひと・しごと創生総合
戦略）推進協議会

附属 8 4 50.0 4 50.0

2 府中市オンブズパーソン 附属 2 1 50.0 1 50.0

3 府中市情報公開・個人情報保護審議会 附属 10 6 60.0 4 40.0

4 府中市行政不服審査会 附属 5 3 60.0 2 40.0

5 府中市入札等監視委員会 附属 3 2 66.7 1 33.3

6 府中市防災会議 附属 30 26 86.7 4 13.3

7 府中市市民協働推進会議 附属 11 6 54.5 5 45.5

8 府中市男女共同参画推進協議会 附属 12 3 25.0 9 75.0

9 府中市国民健康保険運営協議会 附属 17 14 82.4 3 17.6

10 府中市空家等対策協議会 附属 14 14 100.0 0 0.0

11 府中市環境審議会 附属 15 13 86.7 2 13.3

12 府中市環境保全活動センター検討調整会 その他 7 7 100.0 0 0.0

13 府中市自然環境調査員会議 その他 13 8 61.5 5 38.5

14 府中市交通安全対策審議会 附属 23 21 91.3 2 8.7

15 府中市生涯学習審議会 附属 15 9 60.0 6 40.0

16 府中市市史編さん審議会 附属 10 8 80.0 2 20.0

17 府中市文化財保護審議会 附属 10 8 80.0 2 20.0

18 国史跡武蔵国府跡保存整備活用検討会議 その他 17 15 88.2 2 11.8

19 府中市美術品収集選定委員会 附属 6 4 66.7 2 33.3

20 府中市美術館運営協議会 附属 12 4 33.3 8 66.7

21 府中市民生委員推薦会 附属 14 7 50.0 7 50.0

22 府中市福祉のまちづくり推進審議会 附属 15 8 53.3 7 46.7

23 府中市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進等協議会 附属 15 8 53.3 7 46.7

24 府中市在宅医療・介護連携会議 その他 37 23 62.2 14 37.8

25 府中市介護認定審査会 附属 60 35 58.3 25 41.7

26 府中市障害認定審査会 附属 14 9 64.3 5 35.7

27 府中市障害者計画推進協議会 附属 18 9 50.0 9 50.0

28 府中市障害者等地域自立支援協議会 附属 18 6 33.3 12 66.7

29 府中市医療的ケア児支援推進連携会議 その他 18 5 27.8 13 72.2

30 府中市保健計画・食育推進計画推進協議会 附属 13 7 53.8 6 46.2

31 府中市胃内視鏡検診運営委員会 その他 5 4 80.0 1 20.0

32 府中市要保護児童対策地域協議会 その他 46 25 54.3 21 45.7

33 府中市子ども・子育て審議会 附属 20 10 50.0 10 50.0

34 府中市予防接種事故調査会 附属 6 5 83.3 1 16.7

35 府中市青少年問題協議会 附属 28 25 89.3 3 10.7

36 府中市土地利用景観調整審査会 附属 7 5 71.4 2 28.6

37 府中市建築紛争調停委員会 附属 3 2 66.7 1 33.3

38 府中市都市計画審議会 附属 17 14 82.4 3 17.6

39 府中市地域公共交通協議会 附属 20 17 85.0 3 15.0

40 府中市建築審査会 附属 5 3 60.0 2 40.0

41 府中市都市・地域交通戦略（分倍河原駅周辺地区）推進協議会 附属 14 14 100.0 0 0.0

42 府中市公共施設マネジメントモデル事業検討協議会 附属 10 5 50.0 5 50.0

43 府中市環境美化推進委員会 附属 10 8 80.0 2 20.0

44 府中市リサイクルプラザ整備等事業者選定委員会 附属 7 3 42.9 4 57.1

45 府中市図書館協議会 附属 10 4 40.0 6 60.0

46 府中市精神障害にも対応した地域包括ケアシステム連絡会議 その他 17 11 64.7 6 35.3

47 府中市障害者差別解消支援地域連絡会議 その他 15 8 53.3 7 46.7

48 府中市移動等円滑化促進方針等推進協議会 附属 24 16 66.7 8 33.3

49 府中市学校施設老朽化対策推進協議会 附属 14 8 57.1 6 42.9

50 府中市立学校給食センター運営審議会 附属 17 7 41.2 10 58.8

51 府中市教育委員会いじめ問題対策委員会 附属 5 2 40.0 3 60.0

数 委員数計 男性計 割合(％) 女性計 割合(％)

附属機関 42 587 383 65.25% 204 34.75%

その他会議 9 175 106 60.57% 69 39.43%

計 51 762 489 64.17% 273 35.83%

事業項目番号１　附属機関等の委員の男女構成比一覧
令和６年３月３１日時点

附属機関等の名称 種別 委員数

男性委員 女性委員

77



78 
 

 

 

 

 

 

２ 府中市男女共同参画センターの事業計画及び運営に関するこ

とについて 
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「府中市男女共同参画センターの事業計画及び運営に関することについて」は、

当協議会では次のとおり検討を行いましたので、答申します。 

 

１ 男女共同参画センターにおける啓発事業等について 

(1) 男女共同参画センターの施設及び事業の周知活動について 

令和５年度に実施した市民意識調査結果では、男女共同参画センター「フチュ

ール」を「知っている」と回答した市民は 34.5％と、施設の認知度の低さが懸念

されるところです。令和６年度においては各市営施設や商工まつり等にて、男女

共同参画センターを紹介するポケットティッシュを配付するなど、課題の改善に

向けた取組がおこなわれているということですので、引き続き、周知活動を進め

てください。また、他自治体等の男女共同参画センター等の状況を把握し、運営

方法の参考にするなどの改善を図りながら、ＳＮＳ等での周知活動も検討しつつ、

引き続き、事業の周知や利用しやすい環境の整備に努めてください。 

 

(２) 男女共同参画に関する講座の実施について 

第６次府中市男女共同参画計画のもと、男女共同参画社会の実現に向けた各種

主催講座のほか、東京都や市内事業者と連携し実施する共催講座や、市民により

構成する実行委員会や登録団体等と協働して実施する府中市男女共同参画推進

フォーラム、市民団体が企画及び運営する市民企画講座や協働講座などの意識啓

発事業が計画どおり実施されています。   

女性が活躍するためには、男性の働き方改革や家事・育児・介護への参画が必

要不可欠であり、男性をターゲットとした講座の企画が進められていること。さ

らに市内事業所に向けての意識啓発事業では、令和６年度においては「男性育休」

をテーマとしたプログラムを導入し、昨年度の課題を踏まえ、働く人が参加しや

すいオンライン・動画視聴の形式で意識啓発を行ったことは、評価します。 

引き続き、継続的な意識啓発をお願いします。 
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２ ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）被害者への支援について 

 ＤＶ等の被害者支援として、男女共同参画センター「フチュール」では「女性

問題相談」を行っているところですが、昨今のＤＶの被害内容は複雑化しており、

被害の渦中にいる方は自身の判断能力や行動力が著しく低下していることも多く、

情報提供だけでなく、被害者の状況を専門的に分析し、支援する体制が求められ

ていると思います。令和６年４月からは「困難な問題を抱える女性を支援する新

法」も施行され、「女性問題相談」の担う役割も複雑になると思いますので、充実

した相談体制の整備が求められています。 

また、令和５年度に実施した市民意識調査では、自身や身近な人が暴力を受け

ている、もしくは受けていることに気づいたときに、「相談したかったが、相談先

を知らなかった」と回答した割合が 15.6％でした。今後も、積極的に相談窓口の

周知に努めてください。 

 さらに、ＤＶ、デートＤＶは当事者が気づきにくいこともあり、潜在的な被害

者は多く存在するため、若年層への意識啓発は重要であると考えます。現在も大

学や市内中学校と連携し意識啓発講座を実施しているとのことですが、今後も継

続的に意識啓発、相談窓口の周知に努めてください。 
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参 考 

 

会議の経過 

 開催日 内容（主な審議事項等） 

第１回 
令和６年 

５月２３日 

・第６次府中市男女共同参画計画推進状況 第三者評価について 

・第７次府中市男女共同参画計画について 

第２回 
令和６年 

６月２７日 

・府中市男女共同参画計画推進状況評価報告・第三者評価に係る担

当課ヒアリングについて 

・第７次府中市男女共同参画計画について 基本目標Ⅰの検討 

第３回 
令和６年 

７月２５日 

・府中市男女共同参画計画推進状況評価報告・第三者評価に係る担

当課ヒアリングについて 

・府中市男女共同参画計画推進状況評価報告に係る第三者評価

について 

・第７次府中市男女共同参画計画 計画目標Ⅰについて 

・第７次府中市男女共同参画計画 計画目標Ⅱについて 

第４回 
令和６年 
８月２８日 

・府中市男女共同参画計画推進状況評価報告に係る第三者評価につ

いて 

・第７次府中市男女共同参画計画 計画目標Ⅱについて 

・第７次府中市男女共同参画計画 計画目標Ⅲについて 

第５回 
令和６年 
９月１７日 

・府中市男女共同参画計画推進状況評価報告に係る第三者評価

について 

・第７次府中市男女共同参画計画について 

・令和７年度における講座の実施方針案について 

第６回 
令和６年 
１０月４日 

・第７次府中市男女共同参画計画（案）について 

・ 府中市男女共同参画計画推進状況評価報告に係る第三者評

価について 

第７回 
令和７年 
１月１０日 

・第７次府中市男女共同参画計画（案）へのパブリック・コメ

ント手続きの実施結果について 

・府中市男女共同参画計画推進状況評価報告に係る第三者評価

について 

 

 


